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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第152期 第153期 第154期 第155期 第156期

決算年月 2017年３月 2018年３月 2019年３月 2020年３月 2021年３月

売上高 （千円） 12,491,616 13,640,035 12,036,100 11,517,975 9,438,115

経常利益 （千円） 758,317 804,062 819,965 975,757 509,863

当期純利益 （千円） 551,209 546,472 560,231 675,177 358,562

持分法を適用した場合の投

資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） 803,141 803,141 809,175 812,843 812,843

発行済株式総数 （千株） 16,043 3,208 3,221 3,229 3,229

純資産額 （千円） 11,686,359 12,141,749 12,463,444 12,862,611 13,139,858

総資産額 （千円） 19,651,686 20,112,102 20,437,347 19,620,735 19,197,086

１株当たり純資産額 （円） 3,645.81 3,786.62 3,874.09 3,989.34 4,073.75

１株当たり配当額 （円） 7.00 50.00 45.00 60.00 35.00

（うち１株当たり中間配当

額）
（円） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 172.27 170.82 174.64 209.87 111.37

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） 170.94 169.27 173.43 208.83 110.77

自己資本比率 （％） 59.4 60.2 60.9 65.5 68.3

自己資本利益率 （％） 4.8 4.6 4.6 5.3 2.8

株価収益率 （倍） 7.02 11.12 11.46 8.25 16.18

配当性向 （％） 20.3 29.3 25.8 28.6 31.4

営業活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） 1,529,278 1,105,646 682,900 873,052 △140,317

投資活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △858,645 △508,978 139,946 △1,067,729 △820,313

財務活動によるキャッ

シュ・フロー
（千円） △112,900 △113,823 △170,906 △165,332 △214,680

現金及び現金同等物の期末

残高
（千円） 3,311,055 3,793,326 4,445,266 4,085,255 2,909,944

従業員数 （人） 279 287 284 285 274

（外、平均臨時雇用者数）  (67) (65) (61) (59) (57)

株主総利回り （％） 117.4 185.2 198.7 179.4 186.0

（比較指標：東証第二部株

価指数）
（％） (136.9) (164.6) (154.7) (119.2) (171.1)

最高株価 （円） 252 2,133 2,490 2,400 2,100

   (333)    

最低株価 （円） 185 1,500 1,790 1,668 1,666

   (218)    

（注）１．当社は連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．当社は持分法の対象となる関連会社がないので、「持分法を適用した場合の投資利益」については記載して

おりません。

３．売上高には消費税等は含まれておりません。

４．第153期の１株当たり配当額には、創立100周年記念配当15円を含んでおります。

５．2017年10月１日付で普通株式５株につき１株の割合で株式併合を行っております。第152期の期首に当該株

式併合が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当

期純利益を算定しております。なお、第152期以前の１株当たり配当額は、当該株式併合前の金額を記載し

ております。また、第153期の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、（ ）

内に株式併合前の最高株価及び最低株価を記載しております。
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２【沿革】

1918年１月 兵庫県神戸市長田区１番町において株式会社阪神鉄工所を設立、石油発動機の製造・販売を開始。

1929年12月 最初のディーゼル機関を完成。

1944年７月 商号を現在の阪神内燃機工業株式会社に変更。

1953年５月 小型舶用内燃機関に対し業界第１号の日本工業規格（JIS）の表示を運輸大臣より許可される。

1955年９月 大阪証券取引所に上場。

1956年10月 可変ピッチプロペラの製造・販売を開始。

1960年３月 各種集塵・ガス処理装置、油圧機器等の産業機械の製造・販売を開始。

1962年３月 兵庫県明石市に明石工場を新設（産業機械の製造）。

1965年11月 株式会社木下鉄工所と合併。

1966年７月 大阪証券取引所市場第二部に指定替。

1967年８月 玉津工場（神戸市西区）に鋳造工場を増設。

1971年６月 玉津工場に機械工場を増設、産業機械部門を玉津工場に集約。

1978年５月 本社を現在地に移転し神戸工場を売却。明石工場に機械工場を増設し内燃機部門を集約。

1986年８月 川崎重工業株式会社と業務提携し、川崎―ＭＡＮ Ｂ＆Ｗの２サイクル機関の製造受託を開始。

1992年６月 ディーゼル機関の累計出荷1,000万馬力を達成。

1995年７月 内燃機部門において、ISO9001／JISZ9901品質システム認証を取得。

2003年３月 100％子会社株式会社メイサンと合併。

2009年10月 兵庫県加古郡播磨町に組立、試運転工場を新設。

2011年３月 明石・玉津・播磨の３工場において、ISO14001／JISQ14001環境マネジメントシステム認証を取得。

2013年７月

2015年６月

東京証券取引所と大阪証券取引所の現物市場統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場。

全社でISO14001／JISQ14001環境マネジメントシステム認証を取得。
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３【事業の内容】

当社が営んでいる主な事業内容は、船舶用ディーゼル機関等の製造販売、並びに当該製品に伴う部分品の販売・修

理工事等であります。

なお、セグメント情報を記載していないため、「主機関」と「部分品・修理工事」の区分で記載しております。

（１）主機関…主要な製品は船舶用ディーゼル機関、可変ピッチプロペラ、サイドスラスタ、潤滑油・燃料油清浄

装置、遠隔機関監視システム等であります。

（２）部分品・修理工事…主要な製品・サービスは部分品、修理工事、保守管理、機械加工等であります。

 

〔事業系統図〕

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。

５【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

      2021年３月31日現在

従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）

274人 （57人） 41歳7ヶ月 19年8ヶ月 5,859,223

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、社外工、再雇用者

を含む。）は、年間の平均人員を（ )外数で記載しております。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３．当社は舶用機関関連事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(2）労働組合の状況

当社の労働組合は、全社を一体として組織する単一組合で、ＪＡＭに加盟しております。

2021年３月31日現在の組合員数は220人で、労使関係は安定しており特記事項はありません。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(1）経営方針

当社は、独自の技術による舶用ディーゼルエンジン並びに周辺機器の開発・製造からメンテナンスまで一貫した

事業活動を通して、顧客満足を得ることを基本使命とします。

この基本使命を達成するため①良品主義②親切第一③人格の修養と技術の練磨をモットーに事業活動を行い、企

業価値を高めていくことを目標とする経営を行います。

 

(2）経営戦略等

2018年４月より、高利益率を追求し企業価値を高める活動を行うことを目標とした３ヵ年の中期経営計画「Next

Stage 2020」が一定の成果を得て終了しました。新製品開発面では、ガスエンジンの設計確立とさらなる大型化検

討を開始しました。機関モニタリングシステム「HANASYS 5」も完成し市場での期待が高まっています。また、逆

転機の開発及び電気式リモコンの内製化にも成功しました。生産面では斜面加工が可能な新五面加工機が稼働し、

工数を大幅削減できるプッシュプル型塗装ブースも導入しました。全工場照明のLED化も完了し、電力コストを削

減するとともにCO2排出量削減への貢献も進めております。営業面につきましては、2020年度は新型コロナウイル

ス感染症の影響で海外向けを中心に極めて低調でしたが、前年の2019年度は、部分品輸出販売を中心に良好な成果

を収めることができました。

これらの成果を踏まえ、本年４月より２ヵ年の新中期経営計画「Ｇ－３～２０２２～（ジースリー）」をスター

トさせました。コロナ禍後のニューノーマルな世界を見極めて着実に準備を行い、速やかに離陸ができるように短

期集中型の計画としております。今回より、特にＳＤＧｓへの貢献を重視し、長期経営ビジョンも刷新いたしまし

た。中期目標は「ピンチをチャンスに変えるための手を打つ」をスローガンに、「指名買いされる<ORIGINAL

HANSHIN>ブランドのブラッシュアップと定着」「高い生産技術力による<NEW HANSHIN>ブランドの開拓」「カーボ

ンフリー技術等への取組を目指した<FUTURE HANSHIN>ブランドへの布石」を３本の柱として設定しております。外

的環境はますます厳しくなると予想されますが、全社員がベクトルを合わせて新中期経営計画の達成に尽力してま

いります。

なお、経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、業績予想と

して公表しております、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益があります。公表数値の達成に向けた経営計画

に基づき、各種重点課題の着実な推進を図っております。

 

(3）経営環境

当期におけるわが国経済は、2020年後半にコロナ禍が小康状態を迎え個人消費と輸出が伸びましたが、緊急事態

宣言の再発令を受けサービスを中心に落ち込み、先行きの回復は鈍い見通しであります。

世界経済については、昨年末までサービス消費が低迷しましたが、ワクチンの普及とともに緩やかな回復が見込

まれ、デジタル化・グリーン化投資が今後本格化していく模様であります。

コロナ禍による世界経済の減速に伴い外航海運業界は荷動きが低調となり、新造船需要の減少によりおよそ半年

の間、各国の造船所への発注は激減しました。その後、中国でコロナ禍が収束に向かうにつれ鉄鋼生産が改善し鉄

鉱石の取引が増加したことをきっかけに2020年６月頃からバラ積み船の用船料市況に明るさが見え始め、不安定な

がらも回復基調であります。当社の主要マーケットである内航海運業界におきましては、2016年から始まった「代

替建造制度（暫定措置事業）」の終了が2020年９月で確定したことで、建造納付金が不要となる９月までの間は内

航船の新規発注が皆無に等しい状態となっておりましたが、９月以降は徐々に回復してきております。加えて、大

阪・関西万博への期待感、各種インフラ整備事業、自然災害の復興事業等に対応し好環境が継続しておりますが、

人件費高騰や船員不足などにより、内航船全体としての造船投資には引き続き力強さが見られません。特に、若者

のクルマ離れや低燃費車・電気自動車の普及により石油消費量の減少傾向に拍車がかかっており、内航タンカー業

界では先が見通し難い状況になっております。しかしながら老朽船も増加してきており、代替建造が期待されると

ころです。内航貨物船業界におきましては、コロナ禍の影響により主要貨物である鉄鋼製品の需要が減少したこと

や、大手製鉄会社の高炉休止による生産調整や量を減らして質と収益性を高める経営方針により当面の間、新造船

は困難な状況であります。従って当社の方針としては、鉄鋼以外の輸送需要を担うガット船、コンテナ船、セメン

ト船への採用に向けての営業活動に主軸をおいて進めることとしております。海外案件につきましては、コロナ禍

で多くの案件が停滞しておりますが、東アジア地区ではタンカーや漁船などの代替建造案件が見えつつあり、将来

の実需につながるものと期待しております。
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(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

①営業活動

国内、海外ともに新型コロナウイルス感染症の影響で「ヒト」と「モノ」の移動、流通が制限され経済活動が低

迷している状況ではありますが、引合案件をひとつひとつ確実に受注に結び付けていく営業活動を展開します。国

内においては、主機関の高機能化や新しい機関監視システムによる付加価値を訴求しながら、老齢化が進んでいる

内航船の代替建造案件に加えて新規引合案件を受注に結び付けることにより、内航船の主機関採用率トップシェア

を堅持し、部分品販売についても全ての顧客と全ての船を網羅した、アクティブな部分品営業を充実いたします。

海外においては、コロナ禍で外地に出向いての営業活動ができない状態であり、現地代理店とのWEBミーティン

グなどを通じて販売活動を展開しており、今後、展示会やセミナーなどもオンライン対応を押し進めてまいりま

す。

②生産活動

生産面におきましては、主機関生産量の減少と短納期化に対応すべく、生産効率の向上とリードタイムの短縮、

内製化の推進を図ってまいります。特にコロナ禍で発生した海外調達品の遅延等を鑑み、サプライチェーンの機能

不全にも対応が可能なように購入部材の内製化を強力に進めるとともに、大物部品加工技術を活用した加工サービ

ス（特販）展開をひとつの事業の柱として育てていきたいと考えております。また、資材価格の上昇に対応するた

め、これまでも進めてきました海外調達を含めた購買努力やＶＡ、ＶＥによる原価低減及び経費節減を徹底し、加

えて作業の標準化によるムダの排除と品質の向上に引き続き鋭意努めてまいります。

③新製品の開発・販売

商品開発面では、信頼性の高い低速４サイクルのＬＡシリーズエンジンの販売拡大や省燃費を追求した４サイク

ル及び２サイクルの電子制御機関の販売を充実するとともに、世界初となる低速４サイクルガスエンジンの開発・

市場投入に注力し、エンジンの高機能化による高付加価値化を進めてまいります。加えて、お客様に安全・安心を

提供する高度船舶安全管理システムの採用拡大、機関モニタリングシステム「HANASYS 5」を開発・市場投入し、

ハードとソフトの両面から最高の顧客満足を獲得するよう努力してまいります。

 

２【事業等のリスク】

当社の経営成績及び財務状況に影響を与える可能性のあるリスクには、次のようなものがあります。なお、当社の

事業に関する全てのリスクを網羅したものではありません。また、文中における将来に関する事項は、当事業年度末

現在において当社が判断したものであります。

 

(1) 国内内航船業界偏重による主機関受注減少リスク

現在の内航海運業界ではここ数年の稼働隻数は5,200隻前後で推移しておりますが、１隻当たりの平均総トン数

が10年前に比べ約２割増加し船が大型化する結果、従来の小型船の隻数が減少するとともに、船員の高齢化や若手

船員の減少等による内航船員の慢性的な不足により、トータルとしての緩やかな隻数の減少傾向が継続しておりま

す。一方、内航船を建造できる造船所は38社しかなく、そのすべての建造能力を合わせても建造可能隻数は年間

100隻に満たないとされています。その市場に対して国内の舶用４サイクルエンジンメーカー５社が存在し受注競

争が一層激化しております。このようななかで、当社は新しい技術に裏打ちされた付加価値によりお客様に満足を

提供し、国内内航船業界のシェアの拡大を図るとともに、海外、特に東アジアを中心としたマーケットの開拓に注

力してまいります。

 

(2) 低速４サイクルディーゼルエンジン偏重による主機関受注減少リスク

当社の主力商品は、低速４サイクルディーゼルエンジンであり、その特長はロングストローク化と機関回転数を

低くすることにより燃焼を確実に行うことができる結果としての、中速エンジンに比べた高い熱効率であります。

また低回転が必要なプロペラと複雑な減速機を介さず直接に結合できることと、機関回転数が低いことが相まって

高いシステム信頼性を有しており、その結果メンテナンスコストを含めた生涯コストが低くなっています。この特

長が内航海運用途で評価され高いシェアを誇っております。しかし、この特長による中速機関への優位性が認めら

れにくくなる、または、環境対応としてディーゼルエンジンそのものに対する風当たりが強くなれば、受注減少の

リスクがあります。まずは、その優位性を確保するため現有ディーゼルエンジンの継続的な性能改善を進めており

ます。また、付加価値の向上として、高度船舶安全管理システムや機関モニタリングシステム「HANASYS 5」等ソ

フト面でのサポート機能の充実も図っております。加えて、昨今の環境対応に対しましては新たにガスエンジンを

開発しており、今後のＧＨＧ削減に対しては脱炭素エンジンを視野に入れて研究開発を進めてまいります。
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(3) ＩＭＯ規制（国際海事機関により採択された地球環境保全に対する規制）への未対応リスク

当社に関連のある規制としましては、ＮＯｘ３次規制、ＳＯｘ規制、ＥＥＤＩ規制（ＣＯ２規制）、船内騒音規

制等があります。現時点で、将来直接的に対応が必要と考えられる規制はＮＯｘ３次規制であり、規制に適合でき

るエンジン又は技術が開発できない場合は当社の経営成績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。

対策のひとつとして規制に適合できるガスエンジンの開発を鋭意進めております。ＳＯｘ規制は燃料油、ＥＥＤＩ

規制と船内騒音規制は船舶全般に関わる規制となりますので、それらに対する関係各社の対策技術が開発されない

場合、新船建造に歯止めがかかり、当社の主機関受注に大きな影響を及ぼす可能性があります。可能な限りの各種

技術データ提供等によりお客様のご要望に応えさせていただくことにより最大限の協力をさせていただいておりま

す。しかしながら、地球環境保全に対する積極的な貢献が当社の使命でもあり、ビジネスチャンスを掴み取る機会

でもありますので、主機関を含めた推進システムの総合メーカとして課題解決に向けて技術的可能性を追求してま

いります。

 

(4) 新卒人材採用の困難継続リスク

日本の少子高齢化に伴い新卒の人材採用が困難になってきております。現時点では採用計画をほぼ充足させるに

足る新卒者数程度の応募があるのみとなっており、状況がさらに厳しくなり計画数に満たない状況が継続すれば、

技術やノウハウの社内伝承が進まず事業機会を失うことにより、当社の経営成績や財政状態に大きな影響を及ぼす

可能性があります。対策としましては、大学との個別コンタクトや積極的な会社説明会への参加、通年採用や中途

採用のオープン化、初任給のアップ、マイナビ等のツールの活用、そしてホームページでの当社の魅力発信等を

行っていきたいと考えております。加えて、一定の経験を得た中途採用人材の活用も進めるため、転職サイト等の

有効活用も図ってまいります。

 

(5) 感染症パンデミックの影響による損失拡大リスク

社内で感染者が多発した場合、操業停止等による経営成績や財政状態への大きな影響の可能性があります。現時

点では流行中の新型コロナウイルス感染症による当社への影響は限定的です。感染リスクのコントロールにつきま

しては、新型コロナウイルス感染症対策本部を立ち上げ、情報収集・発信等の一元化を図っております。感染その

ものに対する対策としましては、通勤や職場での密閉・密集・密接を避ける各種工夫、テレワークや時差出勤など

を行っております。また、生産上の影響としましては、部材調達に関わるサプライチェーンの機能不全がリスクと

なるため、内製化の拡大、遅延品の臨時補完対策、リードタイムの確実な把握と生産調整管理の迅速化等の施策を

進めてまいります。

 

(6) ＳＤＧｓ対応に貢献できなかった場合のリスク

ＳＤＧｓへの貢献は、既に一般企業、一般社会人の果たすべき当然の義務という位置づけです。その義務を果た

さなければ、ビジネス社会の責任ある一員と捉えてもらえない大きなリスクがあります。今回の新中期経営計画で

は、長期経営ビジョンについて、ＳＤＧｓへの貢献を基軸に据え、中期目標においてもＳＤＧｓに貢献できる具体

的な目標を設定いたしました。地球と人を大切にする企業活動に邁進してまいります。

 

(7) 重要な会計上の見積りによるリスク

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております

が、財務諸表の作成にあたり、当事業年度末時点の状況を基に行った見積りと当該見積りに用いた仮定のうち、製

品保証引当金及び受注損失引当金の見積りには一定の不確実性が含まれております。製品保証引当金については、

不具合の予測発生台数及び過去の費用実績を基に見積っておりますが、本質的に将来の不具合発生の予測は不確実

なため、見積費用が変動することがあります。受注損失引当金については、契約ごとの仕様及び販売基準価格表か

ら算出した総費用等を基に見積っておりますが、契約仕様は顧客の要求に基づくものであり個別性が強く、また作

業工程の遅れ等、当初予定していない事象により見積費用が変動する場合があります。これらの状況変化に伴い結

果として、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあります。
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３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

(1）経営成績等の状況の概要

当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況

の概要は次のとおりであります。

①財政状態の状況

（資産）

資産合計は、19,197百万円(前事業年度末比423百万円減)となりました。

流動資産の減少（同538百万円減）は、たな卸資産の増加（同114百万円増）があったものの、現金及び預金の減

少（同675百万円減）が主な要因となっております。

固定資産の増加（同114百万円増）は、有形固定資産の減少（同65百万円減）があったものの、投資有価証券の

増加（同155百万円増）が主な要因となっております。

（負債）

負債合計は、6,057百万円（同700百万円減）となりました。

流動負債の減少（同766百万円減）は、仕入債務の減少（同483百万円減）、未払法人税等の減少（同132百万円

減）、未払金の減少（同127百万円減）が主な要因となっております。

固定負債の増加（同65百万円増）は、退職給付引当金の増加（同46百万円増）、長期預り保証金の増加（同23百

万円増）が主な要因となっております。

（純資産）

純資産合計は、13,139百万円（同277百万円増）となりました。

株主資本の増加（同165百万円増）は、繰越利益剰余金の増加（同173百万円増）が主な要因となっております。

評価・換算差額等の増加（同106百万円増）は、その他有価証券評価差額金の増加（同106百万円増）が主な要因

となっております。

 

②経営成績の状況

当期の経営成績につきましては、受注高はコロナ禍の影響で部分品が減少したものの、主機関の受注が増加し、

前期比8.8％増の10,387百万円となりました。売上高は主機関の前期の受注減少を反映し、部分品については特に

海外のコロナ禍の影響を受け、前期比18.1％減の9,438百万円となりました。受注残高は主機関の受注高が増加し

たため前期比33.3％増の3,804百万円となりました。

損益面につきましては、売上減少の影響を受け、コロナ禍の影響による販売関連費用の減少があったものの、営

業利益は472百万円（前期比49.5％減）、経常利益は509百万円（前期比47.7％減）となり、当期純利益は358百万

円（前期比46.9％減）となりました。

事業区分別では、主機関の売上高は国内の微減に加え輸出が大幅減少で、4,873百万円（前期比24.6％減）とな

りました。部分品・修理工事は国内販売が横ばいであったのに対し輸出が減少し4,564百万円（前期比9.7％減）と

なりました。厳しい環境のなか当面の利益は確保できそうではありますが、主機関の先物受注の減少傾向と価格改

善の停滞の状況は依然として好転せず、引き続き今後はさらに厳しい状況に向かうと見ております。

 

③キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ1,175百万円減少

し、当事業年度末は2,909百万円となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果支出した資金は、140百万円（前事業年度は873百万円の収入）となりました。これは主に、税引

前当期利益508百万円、減価償却費307百万円があったものの、たな卸資産の増加による減少114百万円、仕入債務

の減少483百万円、及び法人税等の支払288百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、820百万円（前事業年度は1,067百万円の使用）となりました。これは主に、定

期預金の払戻3,700百万円があったものの、定期預金の預入4,200百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出

316百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、214百万円（前事業年度は165百万円の使用）となりました。これは主に、配当

金の支払額192百万円によるものであります。
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④生産、受注及び販売の実績

当社は舶用機関関連事業の単一セグメントでありますが、以下のとおり「主機関」と「部分品・修理工事」の区

分で記載しております。

 

ａ．生産実績

当事業年度における生産実績は次のとおりであります。

区分
当事業年度

（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

前年同期比（％）

主機関（千円） 4,759,503 △23.6

部分品・修理工事（千円） 4,576,770 △9.8

合計（千円） 9,336,273 △17.4

（注）１．金額は平均販売価格により示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ｂ．受注実績

当事業年度における受注実績は次のとおりであります。

区分 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

主機関 5,822,813 29.7 3,804,212 33.3

部分品・修理工事 4,564,904 △9.7 － －

合計 10,387,718 8.8 3,804,212 33.3

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ｃ．販売実績

当事業年度における販売実績は次のとおりであります。

区分
当事業年度

（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

前年同期比（％）

主機関（千円） 4,873,211 △24.6

部分品・修理工事（千円） 4,564,904 △9.7

合計（千円） 9,438,115 △18.1

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

 

①重要な会計方針及び見積り

財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについては、　

第５　経理の状況　１ 財務諸表等　(1）財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のとおりでありま

す。

②当事業年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社の当事業年度の経営成績等は、「（1）経営成績等の状況の概要」及び以下の記載のとおりであります。

当事業年度においては、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大により、国内はもとより海外での「ヒト」や「モ

ノ」の移動が急激に制限され、特に海外での営業活動が極めて困難な状況でありました。その結果、国内販売につい

ては、主機関・部分品とも微減で収まりましたが、輸出販売については、主機関で約７割減、部分品で約３割減の大

幅な減少となり、売上高が前事業年度を大きく下回りました。また、利益につきましても、営業関連経費の大幅な削

減や内製化による外部支出の低減など徹底的な経費削減を行いましたが、売上高の減少の影響を補うことはできず、

前事業年度実績を大幅に下回る結果となりました。翌事業年度においては、同感染症による影響は継続するものの、

海外案件や営業活動量は徐々に回復するものと見込んでおります。

当社の経営成績に重要な影響を与える要因については、「２　事業等のリスク」に記載のとおりであります。

当社の資本の財源及び資金の流動性については、「（1）経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フロー及び内部留保を財源に経営を行っており、十分な流動性を

有していると考えております。なお、当事業年度における借入実績はありません。

 

４【経営上の重要な契約等】

(1）技術導入契約

相手方の名称 国名 契約内容 対価 契約期間

川崎重工業㈱ 日本
船舶用サイドスラスタの製

造権及び販売権の許諾

販売高の一定率のロイヤル

ティーを支払

1987年５月28日より８年

間、期間満了後１年毎に更

新

川崎重工業㈱ 日本

MAN－B&W型小口径ディーゼ

ル機関の製造及び販売に関

する再実施権

エンジンの出力に対し一定

料率の再実施料

2012年４月１日より10年

間、期間満了後１年毎に更

新

 

５【研究開発活動】

当社は船舶用ディーゼルエンジン、周辺機器等、製品の開発から出荷、メンテナンスまで一貫した事業活動を通し

て、独自の技術力とアフターサービスを提供し、顧客の満足を得ることを基本としております。

現在、研究開発は技術部により推進されており、研究開発のスタッフは６名であります。

当事業年度における研究開発費の総額は62百万円であります。

なお、研究開発の区分別の主な内容は、次のとおりであります。

 

(1) 主機関

・主機関の開発

高性能、高信頼性を有する現低速４サイクルディーゼルエンジンの出力、回転数、基本構造を踏襲し、燃焼室部

をガスエンジン化したガスエンジン「Ｇ３０」を開発し、市場投入に向け活動に取り組んでおります。また、開発

中でありました機関モニタリングシステム「ＨＡＮＡＳＹＳ ５」をリリースいたしました。

 

(2) 部分品・修理工事

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社は、プッシュプル型塗装ブース並びに播磨工場空調設備等に全体で296百万円の設備投資を実施しました。

なお、生産設備に重要な影響を及ぼすような固定資産の売却、除却等はありません。

 

２【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は下記のとおりであります。                                2021年３月31日現在

事業所名
（所在地）

業務の名称 設備の内容

帳簿価額（千円）
従業
員数
（人）

建物及び
構築物

機械及び
装置並びに
車両運搬具

土地
（面積㎡）

工具、器具
及び備品

合計

本社

(神戸市中央区)

管理業務

販売業務

統括業務及

び販売施設
18,211 1,133 － 784 20,128 24

明石事務所

(兵庫県明石市)

管理及び部

品販売業務

管理及び部

品販売施設
125,786 3,988 － 47,241 177,016 108

明石工場

(兵庫県明石市)
内燃機製造

内燃機等

生産設備
200,810 219,374

3,433,000

(40,346)
52,332 3,905,517

94

(41)

玉津工場

(神戸市西区)
内燃機製造 鋳造設備 295,071 82,815

1,624,024

(22,676)
19,158 2,021,070

29

(14)

播磨工場

(兵庫県加古郡播

磨町)

内燃機製造
内燃機組立

試運転設備
587,354 11,433

678,353

(8,818)
9,911 1,287,053 6

東京支店

(東京都中央区)
販売業務 販売施設 6,332 － － 1,478 7,810

9

(1)

福岡営業所

(福岡市博多区)
同上 同上 3,594 －

11,800

(17)
610 16,004

4

(1)

厚生施設等

(神戸市西区他)
－ 厚生施設 7,741 －

70,694

(721)
0 78,435 －

合計   1,244,902 318,746
5,817,871

(72,578)
131,516 7,513,037

274

(57)

（注）１．帳簿価額には建設仮勘定の金額を含んでおりません。なお、金額には消費税等を含んでおりません。

２．当社では、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評

価を行っております。詳細は「第５ 経理の状況 １ 財務諸表等 (1）財務諸表」の注記事項に記載して

おります。

３．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、社外工、再雇用者

を含む。）は、年間の平均人員を（ )外数で記載しております。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

（1）重要な設備の新設等

当事業年度末現在における設備の新設等の計画について特に記載すべきものはありません。

（2）重要な設備の除却等

当事業年度末現在における設備の除却等の計画について特に記載すべきものはありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2021年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2021年６月29日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 3,229,400 3,229,400
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

100株

計 3,229,400 3,229,400 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2011年８月１日

付与対象者の区分及び人数 取締役（業務執行取締役に限る）８名

新株予約権の数（個）（注）１.  7

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　

（注）１．
普通株式 1,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１． １株当たり１

新株予約権の行使期間 （注）１． 自　2011年９月16日　至　2041年９月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１．

発行価格　　　　661

資本組入額　　　331

新株予約権の行使の条件 （注）１.

 

（注）２.

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）１.
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

（注）１.
（注）３．
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決議年月日 2012年８月６日

付与対象者の区分及び人数 取締役（業務執行取締役に限る）６名

新株予約権の数（個）（注）１.  9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　

（注）１．
普通株式 1,800

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１． １株当たり１

新株予約権の行使期間 （注）１. 自　2012年９月21日　至　2042年９月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１．

発行価格　　　　511

資本組入額　　　256

新株予約権の行使の条件 （注）１.

 

（注）２.

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）１.
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

（注）１.
（注）３．

 
 

決議年月日 2013年８月５日

付与対象者の区分及び人数 取締役（業務執行取締役に限る）６名

新株予約権の数（個）（注）１.  8

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　

（注）１．
普通株式 1,600

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１． １株当たり１

新株予約権の行使期間 （注）１. 自　2013年９月21日　至　2043年９月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１．

発行価格　　　　791

資本組入額　　　396

新株予約権の行使の条件 （注）１.

 

（注）２.

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）１.
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

（注）１.
（注）３．
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決議年月日 2014年８月４日

付与対象者の区分及び人数 取締役（業務執行取締役に限る）６名

新株予約権の数（個）（注）１.  5

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　

（注）１．
普通株式 1,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１． １株当たり１

新株予約権の行使期間 （注）１. 自　2014年９月20日　至　2044年９月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１．.

発行価格　　　1,111

資本組入額　　　556

新株予約権の行使の条件 （注）１.

 

（注）２.

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）１.
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

（注）１.
（注）３．

 
 

決議年月日 2015年８月３日

付与対象者の区分及び人数 取締役（業務執行取締役に限る）６名

新株予約権の数（個）（注）１.  7

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　

（注）１．
普通株式 1,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１． １株当たり１

新株予約権の行使期間 （注）１. 自　2015年９月19日　至　2045年９月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１．

発行価格　　　1,326

資本組入額　　　663

新株予約権の行使の条件 （注）１.

 

（注）２.

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）１.
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

（注）１.
（注）３．
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決議年月日 2016年８月８日

付与対象者の区分及び人数 取締役（業務執行取締役に限る）６名

新株予約権の数（個）（注）１.  9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　

（注）１．
普通株式 1,800

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１． １株当たり１

新株予約権の行使期間 （注）１. 自　2016年９月21日　至　2046年９月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１．

発行価格　　　　871

資本組入額　　　436

新株予約権の行使の条件 （注）１.

 

（注）２.

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）１.
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

（注）１．
（注）３．

 

決議年月日 2017年８月７日

付与対象者の区分及び人数 取締役（業務執行取締役に限る）６名

新株予約権の数（個）（注）１．  7

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　

（注）１．
普通株式 1,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１． １株当たり１

新株予約権の行使期間 （注）１． 自　2017年９月21日　至　2047年９月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１．

発行価格　　　1,491

資本組入額　　　746

新株予約権の行使の条件 （注）１．

 

（注）２.

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）１．
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

（注）１．
（注）３．

 

EDINET提出書類

阪神内燃機工業株式会社(E01471)

有価証券報告書

15/78



 

決議年月日 2018年８月６日

付与対象者の区分及び人数 取締役（業務執行取締役に限る）７名

新株予約権の数（個）（注）１.  9

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　

（注）１．
普通株式 1,800

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１． １株当たり１

新株予約権の行使期間 （注）１. 自　2018年９月21日　至　2048年９月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１．

発行価格　　　1,908

資本組入額　　　954

新株予約権の行使の条件 （注）１.

 

（注）２.

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）１.
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

（注）１．
（注）３．

 

決議年月日 2019年８月５日

付与対象者の区分及び人数 取締役（業務執行取締役に限る）７名

新株予約権の数（個）（注）１. 16

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　

（注）１．
普通株式 3,200

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１． １株当たり１

新株予約権の行使期間 （注）１. 自　2019年９月21日　至　2049年９月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１．

発行価格　　　1,723

資本組入額　　　862

新株予約権の行使の条件 （注）１.

 

（注）２.

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）１.
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

（注）１．
（注）３．
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決議年月日 2020年８月３日

付与対象者の区分及び人数 取締役（業務執行取締役に限る）４名、執行役員３名

新株予約権の数（個）（注）１. 17

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）　

（注）１．
普通株式 3,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）１． １株当たり１

新株予約権の行使期間 （注）１. 自　2020年９月19日　至　2050年９月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）（注）１．

発行価格　　　1,614

資本組入額　　　807

新株予約権の行使の条件 （注）１.

 

（注）２.

 

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）１.
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役

会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　

（注）１．
（注）３．

（注）１．当事業年度の末日（2021年３月31日）における内容を記載しております。提出日の前月末現在（2021年５月

31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在

にかかる記載を省略しております。

２．① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員の地位を喪失した日の翌日から10日間以内（10日目が休日

に当たる場合には翌営業日）に限り、新株予約権を行使することができる。

② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相続人によ

る新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。

③ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるとこ

ろによる。

３．組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりです。

当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る。）、株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）

（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合

併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸

収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がそ

の効力を生ずる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。）の直前におい

て残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場

合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）

の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付

する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画にお

いて定めることを条件とする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数とする。ただ

し、調整により生じる１株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記

③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とす

る。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対

象会社の株式１株当たり１円とする。
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⑤ 新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」欄に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為

の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同欄に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日

までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす

る。

⑦ 新株予約権の行使の条件

残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の取得条項

残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2017年10月１日

（注）１.
△12,834,400 3,208,600 － 803,141 － 44,967

2018年４月１日～

2019年３月31日

（注）２.

13,000 3,221,600 6,033 809,175 6,033 51,000

2019年４月１日～

2020年３月31日

（注）２．

7,800 3,229,400 3,668 812,843 3,668 54,669

（注）１．2017年６月29日開催の第152期定時株主総会決議により、同年10月１日付で株式併合（５株を１株に併合）

を行ったため、当社の発行済株式総数は12,834,400株減少し、3,208,600株となっております。

２．新株予約権の行使による増加であります。

 

（５）【所有者別状況】

       2021年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満株
式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 8 13 58 17 － 706 802 －

所有株式数

（単元）
－ 3,516 665 14,310 1,871 － 11,852 32,214 8,000

所有株式数の

割合（％）
－ 10.9 2.1 44.4 5.8 － 36.8 100 －

（注）自己株式9,833株は、「個人その他」に98単元、「単元未満株式の状況」に33株含まれております。

 

EDINET提出書類

阪神内燃機工業株式会社(E01471)

有価証券報告書

18/78



（６）【大株主の状況】

  2021年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

光通信株式会社 東京都豊島区西池袋１丁目４－10 246 7.65

株式会社オゾネ 神戸市中央区中町通３丁目２－15 202 6.28

阪神ディーゼル取引先持株会 神戸市中央区海岸通８ 191 5.95

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１丁目１－２ 158 4.90

株式会社アンダーウッド 兵庫県明石市東人丸町30－17 147 4.57

玉 越 裕 美 子 兵庫県明石市 92 2.87

木 下 和 彦 神戸市中央区 92 2.86

京阪神興業株式会社 神戸市中央区浪花町15 90 2.79

STATE STREET BANK AND TRUST

CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM02

505002

（常任代理人　みずほ銀行決

済営業部）

100 KING STREET WEST,SUITE 3500, PO BOX

23 TORONTO, ONTARIO M5X 1A9 CANADA

（東京都港区港南２丁目15－１）

79 2.45

株式会社ノザワ 神戸市中央区浪花町15 70 2.17

計 － 1,369 42.54

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 9,800

完全議決権株式（その他） 普通株式 3,211,600 32,116 －

単元未満株式 普通株式 8,000 －
１単元(100株)未満の

株式

発行済株式総数  3,229,400 － －

総株主の議決権  － 32,116 －

（注）「単元未満株式」の株式数欄には当社所有の自己株式33株が含まれております。

②【自己株式等】

    2021年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

阪神内燃機工業株式会社

神戸市中央区海岸

通８
9,800 － 9,800 0.30

計 － 9,800 － 9,800 0.30
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

（１）【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】
 

該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る

移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他

 
－ － － －

保有自己株式数 9,833 － － －

（注）当期間における保有自己株式数には、2021年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取に

よる株式は含まれておりません。

 

３【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、経営の重要課題として位置付け、企業体質強化並びに新規事業活動のための内

部留保とのバランスを保ちながら、株主の皆様への適正な利益還元を行うことを基本方針としております。

会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会決議により、法令に別段の定めのある場合を除き、剰余金の配当

をすることができる旨を定款に定めております。また、９月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨、

定款に定めております。なお、配当の回数につきましては、期末での年１回配当を基本としております。

当期の期末配当金につきましては、上記の方針並びに当期の業績結果を総合的に勘案し、2021年５月14日開催の取

締役会の決議により、１株につき35円とさせていただきました。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

2021年５月14日
112,684 35.00

取締役会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、長期的・継続的に株主価値の最大化を実現することを経営上の最も重要な課題の一つとして位置づけて

おります。

そのために当社は、企業活動を支えている利害関係者との良好な関係を築くとともに、企業体質の強化、経営効

率の向上を図り、監査・統制機能の強化に取り組み、経営の迅速性、健全性、透明性を確保し、コーポレート・ガ

バナンスを充実させていきたいと考えております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図り、さらなる企業価値向上に取り組むため、2020

年６月26日開催の第155期定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

(a) 取締役会

取締役会は提出日現在において取締役（監査等委員である取締役を除く）５名、監査等委員である取締役４名の

取締役９名（うち社外取締役４名）で構成しており、法令で定められた事項や経営に係る重要事項の意思決定や業

務全般の業況報告及び監督を行っております。また、監査等委員会設置会社への移行とあわせて執行役員制度の見

直しを行うことで、業務執行と監督機能の分離を推進し、さらなる意思決定及び業務執行の迅速化を図ってまいり

ます。

(b) 経営会議

経営会議は、業務執行取締役及び上席執行役員で構成し、取締役会が決定した経営に係る重要事項に基づく、業

務執行の主要事項の審議及び決裁を行い、迅速な経営活動を推進しております。

(c) 監査等委員会

監査等委員会は提出日現在において４名（うち社外取締役３名）で構成しております。また、財務・会計に関す

る知見を有する監査等委員を選任するとともに、常勤の監査等委員を設置することで必要な情報の収集力を強化し

監査の実効性向上を図っております。監査等委員会は、監査方針・監査計画の決定、職務の執行状況の報告を行う

とともに、常勤の監査等委員は経営会議などの重要会議に出席し、監査等委員会を通じて監査等委員間での情報共

有を図っており、経営に関する監視の強化に努めております。また、内部監査部門から報告を受けるとともに必要

に応じ指示を行うなど連携し、監査等委員会の機能強化も図っております。

会社の機関と内部統制の関係を模式図によって示すと次のとおりであります。
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③企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システム

内部統制システムの構築と機能は、コーポレート・ガバナンス充実のための重要な構成要素と位置づけておりま

す。内部統制システムにおいて、「業務の適正を確保するための体制」を構築し、体制の維持及び継続的な改善を

図っております。

整備状況は次のとおりであります。

〈業務の適正を確保するための体制〉

(a) 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・「良品主義」「親切第一」「人格の修養と技術の練磨」をモットーに企業価値を高めていくことを経営目標とし

て事業活動を行うため、取締役及び使用人が業務遂行にあたり守るべき阪神内燃機工業行動規範により、法令順

守をはじめとする企業倫理の徹底に取り組む。

・役員、使用人による阪神内燃機工業行動規範の徹底と実践的運用を行うため、法令等に対する違反となる事例集

等により周知徹底を図る。

・コンプライアンスに係るリスクについては、コンプライアンス部会の活動を通じて、コンプライアンスに係るリ

スク管理の実施状況を定期的に確認し、リスク管理委員会への報告を行う。

(b) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・リスク管理規程に基づき、企業の目的、目標の達成に関連して発生する可能性のあるリスクを特定し、その影響

度を評価し対応策をとることでリスクを回避、低減させるリスク管理を行う。

・リスク管理委員会により、事業機会、事業環境等に係る全般的なリスクの認識と事業活動の遂行における統制活

動の実施状況を定期的に確認することにより、実効性のあるリスク管理を行う。

(c) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・経営に係わる重要事項の意思決定と業務全般の業況報告により経営の方向性確認を取締役会が行う。

・経営の執行に関しては社内決裁規程により階層間の責任、権限を明確にするとともに、主要事項は業務執行取締

役及び上席執行役員による経営会議で審議し、社長が決定を行う。

・業務運営については全社的な各年度予算及び目標を社長が決定し、職務を分担する取締役の指揮・命令下におい

て、各部門長が目標に向けた具体策を立案し、実行するとともに定期的に開催する全体会議においてその進捗状

況及び施策の実施状況をレビューする。

(d) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・文書保存管理規程に基づき管理担当部門が取締役の職務執行に係る情報の保存、管理を行う。

(e) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び使

用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・内部監査室に監査等委員会の職務を補助する監査等委員担当者を置き、必要な人員を配置する。

・当該使用人の人事等については監査等委員会と事前協議のうえ実施する。

・当該使用人がその業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、監査等委員会に係る業務を優先して従事

することができる体制を整備する。

(f) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに報

告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

・取締役及び従業員は監査等委員会に対して、法定の事項に加え、著しい信用失墜や損害を及ぼす恐れのある事

象、社内不祥事や法令違反等の重大な不正行為が発生した場合は遅滞なく報告を行う。

・前項に係る報告を監査等委員会に行った取締役及び従業員に対して、内部通報者保護規程を準用し、報告を行っ

たことを理由として、不利益な取り扱いを行わない体制とする。

(g) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費

用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査等委員の職務執行上必要な費用を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

・監査等委員が、その職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務

を処理する。

(h) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査等委員会による業務執行の監査が実効的に行われることを確保するため、代表取締役と監査等委員は定期的

に経営情報を共有する機会を持つとともに取締役会、経営会議、全体会議など重要会議に、監査等委員全員また

は監査等委員会の指名した監査等委員が出席する。
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〈運用状況の概要〉

取締役の職務の執行につきましては、取締役会を８回開催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項の

決定、業務執行状況の報告及び監督を行いました。

また経営会議を毎月１回以上開催し、中期経営計画に沿った経営合理化目標の進捗状況を会社全体で共有してお

ります。

損失の危険の管理につきましては、「リスク管理規程」に則り、「リスク管理委員会」を原則半期に１回開催

し、経営リスクの洗い出しとその影響度の評価を行い、リスクを回避・低減させる対応策をとることでリスク管理

を行っております。

コンプライアンスにつきましては、「リスク管理規程」に則り、「コンプライアンス部会」を原則四半期毎に１

回開催し、コンプライアンスに係るリスク管理、各部に対する周知徹底とモニタリング状況、内部通報制度の運用

状況などについて調査・監督し、必要に応じ迅速な対応処置を執っております。

内部監査につきましては、内部監査計画に基づき、執行部門から独立した内部監査室が業務遂行状況、コンプラ

イアンスの状況などについて内部監査を実施しております。

監査等委員の監査体制につきましては、監査等委員会を13回（監査役会２回を含む）開催し、監査方針及び監査

計画の決定、職務の執行状況の報告を行うとともに、常勤監査等委員が経営会議などの重要会議に出席、決裁書等

業務執行に係る重要な文書を閲覧し、監査等委員会などを通じて社外取締役との情報共有を行っております。また

会計監査人、内部監査室と定期的に連携を図り監査の実効性を高めております。

 

ロ．リスク管理体制

経営会議メンバー、関連部長からなるリスク管理委員会を設置し、年２回の定例会議のほか随時会議を開催して

おります。発生する可能性のあるリスクを特定し、その影響度を評価し、対応策を策定し、リスクの回避、低減を

図っております。

 

ハ．責任限定契約の内容の概要

当社は取締役（業務執行取締役である者を除く。）に対し、会社法第423条第１項の賠償責任につき、法令に定

める額を限度として責任を負担する契約を締結しております。

 

④取締役の定数

当社の取締役（監査等委員である者を除く。）は11名以内、監査等委員である取締役は４名以内とする旨定款に

定めております。

 

⑤取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び取締役の選任は、すべて累積投票によらない旨を定款に定めて

おります。

 

⑥剰余金の配当の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項並びに会社法第454条第５項に定める事項につい

て、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金

の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものでありま

す。

 

⑦株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。

 

⑧取締役等の責任免除

当社は、取締役の責任免除について、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、

会社法第426条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、会社法第423条第１項の取締役（取締役であった

者を含む。）及び監査役であった者の賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めており

ます。
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（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役

社長

社長執行役員

木下 和彦 1961年２月７日生

 
1983年４月 ㈱大丸入社

1992年３月 当社入社

1992年６月 企画担当部長

1994年11月 営業担当部長

1995年６月 取締役営業統括部長

1999年６月 取締役営業部門担当

2001年６月 常務取締役営業部門管掌

2003年６月 代表取締役専務営業・管理部門管掌

2007年６月 代表取締役社長

2015年６月 代表取締役社長・社長執行役員

（現）
 

注３ 92,256

代表取締役

専務執行役員

技術・生産統括

川元 克幸 1959年10月５日生

 
1982年４月 当社入社

2010年６月 品質保証部長

2012年６月 明石工場長・播磨工場長、第二製造

部長

2015年６月 取締役・執行役員品質保証部長兼部

品販売部長

2016年４月 取締役・執行役員カスタマーサポー

トセンター長兼部品販売部長

2017年６月 取締役・執行役員カスタマーサポー

トセンター長、カスタマーサポート

センター管掌

2018年６月 取締役・常務執行役員生産部門・生

産管理部管掌

2019年６月 代表取締役・専務執行役員技術部・

調達部管掌

2020年10月 代表取締役・専務執行役員

技術統括本部長

2021年６月 代表取締役・専務執行役員

技術・生産統括（現）
 

注３ 4,600

取締役

常務執行役員

営業統括本部長

藤村 欣則 1962年10月１日生

 
1986年４月 当社入社

2010年７月 営業部次長兼営業第二課長

2012年６月 営業部長

2015年６月 執行役員営業部長

2018年６月 取締役・執行役員営業部長、営業部

門管掌

2019年６月 取締役・常務執行役員東京支店長、

営業部門管掌

2020年10月 取締役・常務執行役員東京支店長、

営業統括本部長（現）
 

注３ 3,500

取締役

常務執行役員

管理統括本部長

中川   智 1959年２月22日生

 
1984年４月 松下電器産業㈱（現パナソニック

㈱）入社

2006年12月 当社に出向

2009年10月 当社入社

企画部長

2014年９月 総務部長

2015年６月 執行役員総務部長

2018年６月 取締役・執行役員企画部長、管理部

門管掌

2020年６月 取締役・上席執行役員企画部長、管

理部門管掌

2020年10月 取締役・上席執行役員企画部長、管

理統括本部長

2021年６月 取締役・常務執行役員企画部長、管

理統括本部長（現）
 

注３ 2,100
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 小曽根 佳生 1957年12月９日生

 
1980年４月 ㈱小川商会入社

1987年10月 ㈱オゾネ入社

2001年１月 ㈱オゾネ取締役管財部長

2003年８月 ㈱小川商会代表取締役（現）

2011年６月 当社取締役（現）

2016年１月 ㈱オゾネ代表取締役社長（現）

2016年11月 社会福祉法人神戸光有会理事長

（現）
 

注１

注３
14,700

取締役（監査等委員） 山本 幸二 1951年８月10日生

 
1975年４月 当社入社

2003年４月 企画部次長兼企画課長

2005年６月 企画部長兼企画課長

2006年４月 企画部長

2009年４月 生産管理部長

2010年６月 取締役生産管理部長

2011年６月 常務取締役管理部門管掌

2015年６月 当社監査役

2020年６月 当社取締役（監査等委員）（現）
 

注４ 11,600

取締役（監査等委員）

（非常勤）
小越 芳保 1942年７月21日生

 
1970年４月 弁護士登録、神戸（現兵庫県）弁

護士会入会

1989年２月 小越・滝澤（現神戸海都）法律事

務所開設（現）

1994年９月 法務省兵庫県人権擁護委員連合会

会長

1998年４月 神戸（現兵庫県）弁護士会会長

2000年５月 兵庫県弁護士協同組合理事長

2000年６月 当社監査役

2000年10月 兵庫県人事委員

2020年６月 当社取締役（監査等委員）（現）
 

注２

注４
8,700

取締役（監査等委員）

（非常勤）
羽田 由可 1968年11月11日生

 
1999年４月 弁護士登録、兵庫県弁護士会入会、

神戸海都法律事務所入所

2004年１月 神戸海都法律事務所パートナー

2011年４月 神戸家庭裁判所洲本支部家事調停委

員（現）

2012年４月 兵庫県弁護士会副会長

Ｈ＆Ｓ法律事務所開設（現）

2014年４月 神戸大学大学院法学研究科実務法曹

教授

2015年６月 当社取締役

2020年６月 当社取締役（監査等委員）（現）
 

注２

注４
400

取締役（監査等委員）

（非常勤）
前田 晴秀 1955年８月25日生

 
1978年４月 ㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀

行）入行

2008年４月 同行執行役員姫路法人営業部長

2010年６月 神戸土地建物㈱取締役副社長

2011年６月 神戸ビル管理㈱代表取締役副社長

2012年６月 京阪神興業㈱代表取締役副社長

2013年６月 同社代表取締役社長

2018年６月 当社監査役

2020年６月 当社取締役（監査等委員）（現）
 

注２

注４
1,000

計 138,856

（注）１．小曽根佳生は、社外取締役であります。

２．小越芳保、羽田由可、前田晴秀は、社外取締役（監査等委員）であります。

３．2021年６月開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４．2020年６月開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2020年６月開催の定時株主総会において、監督機能を一層強化し、コーポレートガバナンスのさらなる充実

を図るため監査等委員会設置会社に移行しました。執行役員は10名で、取締役４名（社長執行役員 木下和

彦、専務執行役員 川元克幸、常務執行役員 藤村欣則、同 中川 智）、その他６名（上席執行役員 田中孝

弘、同 横山功一、同 安福隆志、執行役員 大原真一郎、同 西田敦詞、同 辻岡幸司）で構成されておりま

す。
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②社外役員の状況

当社の社外取締役は４名であります。

当社株式の保有状況については、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。社外取締役　

小曽根佳生氏が代表取締役社長を努める株式会社オゾネと当社との間には、損害保険の取引関係がありますが、そ

の金額は僅少です。それ以外に当社との間において、特別な利害関係はありません。

小曽根佳生氏は、事業会社における業務執行者としての豊富な知識と経験を有しており、当社の社外取締役とし

ての役割を適切に果たすことが期待できると判断しております。

小越芳保氏及び羽田由可氏は、弁護士として企業法務に精通し財務及び会計に関する相当程度の知見を有してお

り、公正かつ客観的な立場から適切な監査を行っております。前田晴秀氏は、金融機関並びに事業会社における経

営者としての豊富な経験を有しており、当社の経営に対して的確な助言が得られるものと判断しております。

当社は社外取締役４氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出

ております。

当社の社外取締役につきましては、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より、継続的か

つ財務、会計及び法務に関する相当程度の知見を有する者等を社外から引き続き選任してまいりたいと考えており

ます。その選任基準に方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性

に関する事項を参考にしております。

 

③社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員である社外取締役は、監査結果報告会への出席や代表取締役と取締役会以外の定期的な会合開催によ

り情報・意見を交換するほか、事業拠点の視察を行い当社事業に関する理解を深めております。

また、常勤の監査等委員は内部統制部門である企画部・総務部、内部監査室、会計監査人との情報共有や意見交

換により連携強化を図っております。

 

（３）【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、社外取締役３名を含む４名で構成されており、うち社内出身取締役の１名を常勤監査等

委員として選定しております。監査等委員会は、決定した監査方針・監査計画に従い、取締役の職務執行の監査を

実施しております。また、監査等委員である取締役は、取締役会への出席を通じて重要な意思決定の過程及び業務

の執行状況を把握し、経営に対する監査・監督機能の強化を図っております。

常勤監査等委員は、経営会議などの重要な会議に出席し、取締役等からその職務執行に関する事項の報告を受

け、その報告内容について監査等委員会を通じて監査等委員間での情報共有を図っております。また、内部監査室

からの報告を受けるとともに、必要に応じて指示を行うなど相互に連携することで、監査の実効性の向上を図りま

した。なお、当事業年度においては、監査等委員会を13回（監査役会２回を含む）開催しております。

 

②内部監査の状況

内部監査室は２名によって構成され、内部統制システムの検証及び有効性の評価、内部監査を行っております。

年度初めには年度監査計画書及び個別監査計画書を、年度監査終了後には遅滞なく監査報告書を作成し、社長、取

締役会及び監査等委員会に報告しております。

内部監査室と常勤監査等委員は、相互に年度の監査計画を確認し、四半期毎に計画の進捗状況及び監査結果につ

いて意見交換しております。また、内部監査室は監査等委員会の職務の補助を行っております。

監査等委員会は会計監査人より監査方針や監査計画について説明を受け、相互に意見交換しております。また四

半期レビューにあたって随時意見交換し、会計監査に立会い、連携を図っております。

内部統制部門である企画部・総務部は、管理諸規程を整備し、全般的な統制活動を行うとともに、業務部門に対

して統制活動の方針を指示しております。また、内部監査の補助、会計監査の窓口として、相互に連携を図ってお

ります。

 

③会計監査の状況

イ．監査法人の名称

ひびき監査法人

 

ロ．継続監査期間

１年間
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ハ．業務を執行した公認会計士

渡部　靖彦

坂東　和宏

 

ニ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士７名、その他１名であります。

 

ホ．監査法人の選定方針と理由

当社は適切な会計監査が実施されるよう、監査法人の概要、品質管理体制、監査の実施体制、監査報酬見積額な

どを総合的に勘案した結果、適任であると判断しております。

 

ヘ．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に

提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条

第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた

します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査

人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

 

ト．会計監査人の評価

監査等委員会は、会計監査人の監査が適切であるかについて、監査等委員会が定める会計監査人の評価基準に従

い評価を行っております。企画部・総務部等の業務執行部門の意見及び監査等委員会の監視・検証を通して評価を

行った結果、ひびき監査法人が会計監査人として適切、妥当であると判断しております。

 

チ．監査法人の異動

(1）異動に係る監査公認会計士等の名称

選任する監査公認会計士等の名称

ひびき監査法人

退任する監査公認会計士等の名称

有限責任監査法人トーマツ

 

(2）異動の年月日

2020年６月26日（第155期定時株主総会開催日）

 

(3）退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2007年６月28日

 

(4）退任する監査公認会計士等が直近３年間に作成した監査報告書等又は内部統制監査報告書における意見等に

関する事項

該当事項はありません。

 

(5）異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

　当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツは、2020年６月26日開催予定の第155期定時株主総会

終結の時をもって任期満了となりました。現在の会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われる

ことを確保する体制を十分にそなえているものの、当社の事業規模に適した監査対応や監査費用の相当性等に

ついて他の公認会計士等と比較検討しました結果、新たにひびき監査法人を会計監査人として選任したもので

あります。

 

(6）上記（5）の理由及び経緯に対する意見

退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ております。

監査役会の意見

妥当であると判断しております。
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④監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

22,000 － 20,000 －

 

ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬（イ．を除く）

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

－ － － －

 

ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

（前事業年度）

該当事項はありません。

 

（当事業年度）

該当事項はありません。

 

ニ．監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

（前事業年度）

該当事項はありません。

 

（当事業年度）

該当事項はありません。

 

ホ．監査報酬の決定方針

当社は、当社の事業規模・業務の特性や監査日数等を合理的に勘案し、経営会議において監査公認会計士等に対

する監査報酬額を審議し、監査等委員会で同意を得た後、監査契約を締結しております。

 

ヘ．監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠の相当性に

ついて必要な検証を行ったうえ、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
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（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております。業務執行取締役の金銭報酬

は、基準報酬（固定部分）と業績連動報酬により構成されており、基準報酬については、役位・職責に応じて、

他社水準、従業員給与の水準や当社の業績予想を考慮しながら総合的に勘案して決定されます。業績連動報酬に

ついては、年度業績連動報酬と半期業績連動報酬を設定しております。事業年度毎の業績向上に対する意識を高

めるため、基準報酬に業績貢献評価と比例した評価係数を乗じて算出された金額と、基準として設定した評価係

数を乗じた金額との差分を年度業績連動報酬としております。評価係数は、株主に対する透明性の確保及び利害

関係の共有化のため、経常利益及び部門業績評価を指標として算定し、反映されるものとしており、役位別にそ

れらの指標の評価係数への反映割合を設定することとしております。加えて、半期毎の季節変動の影響の大きい

当社の実態に即しての業績向上に対する意識向上も図るため、半期毎の売上高経常利益率に比例する半期業績連

動報酬も設定しております。なお、非業務執行の取締役については、業績予想を考慮しない基準報酬（固定部

分）のみとしております。

当社は2020年６月26日開催の第155期定時株主総会において監査等委員会設置会社に移行し、取締役（監査等

委員である取締役を除く。）の報酬額を年額180百万円以内、そのうち社外取締役分については年額32百万円以

内、監査等委員である取締役の報酬額を年額42百万円以内と決議いただいております。また、2011年６月には別

枠で、取締役（業務執行取締役に限る。）に対する報酬額として、年額12百万円までの範囲内で、ストック・オ

プションとして新株予約権を割り当てることを決議いただいております。

当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会の決議によ

り委任を受けた代表取締役社長であり、上記の報酬枠内で各取締役の業績貢献評価を反映し、報酬額を決定する

権限を有しております。金銭報酬については、管理統括本部長が原案を作成し経営会議での報告を経て代表取締

役社長が決定しております。ストック・オプションについては、取締役及び執行役員ストック・オプション報酬

規程において役職別に報酬基準額を定め、取締役会で決議しております。金銭報酬の支給時期については、基準

報酬は月例の固定報酬としますが、業績連動報酬については、経常利益や部門業績評価の確定後に一括支給され

ます。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は、上記した基準として設定した評価係数の算

定に用いた経常利益と部門業績評価の基準値であり、実績は当事業年度の経常利益と部門業績評価であります。

また当社は、2021年６月29日開催の第156期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、当

社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値

の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的と

して、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、ストック・オプションとして割り当てる新株予約権に代え

て、新たに譲渡制限付株式の割当てのための報酬を支給する議案について決議いただきました。なお、同決議を

いただいたことにより、すでに割当て済みのものを除き、取締役等に対するストック・オプション制度を廃止

し、今後、取締役等に対するストック・オプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないこととしており

ます。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（名）固定報酬 業績連動報酬
ストック

オプション

取締役（監査等委員

及び社外取締役を除

く）

74,963 71,415 － 3,548 7

監査等委員（社外取

締役を除く）
8,280 8,280 － － 1

監査役

(社外監査役を除く)
4,083 4,083 － － 2

社外役員 18,819 18,819 － － 7

 

③役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。
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（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、当社は株式の

価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を、純投資目的である投資株

式と区分し、政策保有等を目的として保有する株式を、純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

当社は、取引関係の維持・強化、地域社会との関係維持等を目的とし、中長期的に当社企業価値の向上に資す

ると判断した場合、政策的に必要な株式を保有する方針であります。

保有の合理性については、保有方針に沿った保有の適否を管理統括本部長が検証し、保有効果が認められない

と判断した株式については、取締役会に諮り、保有継続の適否及び株式数の見直しを行っております。

政策保有株式として中長期的な経済合理性を踏まえ、毎期取締役会において個別の銘柄毎に当社の期待する保

有目的に見合っているか、また、取引関係や株式保有により当社が得られる利益と投資額等を精査したうえで保

有の妥当性を検証しております。当事業年度につきましては、2020年７月末を基準として、管理統括本部長が保

有の適否について検証し、その結果を2020年８月開催の取締役会に報告しました。下記の政策保有株式について

は全て保有意義があると判断しております。

 

ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 10 50,543

非上場株式以外の株式 13 639,972

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

株式数の増加の理由

非上場株式 － － －

非上場株式以外の株式 2 2,627 取引先持株会にて取得

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －

 

ハ．特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

㈱上組
78,936 78,936

（注）１．５． 有
170,107 147,294

㈱三井住友フィナン

シャルグループ

39,512 39,512
（注）１．５． 有

159,707 114,663
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銘柄

当事業年度 前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（千円）

貸借対照表計上額
（千円）

㈱ノザワ
112,000 112,000

（注）２．５． 有
79,968 73,136

飯野海運㈱
101,223 97,554

（注）１．５．６． 無
53,344 29,461

㈱関西みらいフィナ

ンシャルグループ

60,522 60,522
（注）１．５． 有

39,097 25,237

川崎重工業㈱
14,000 14,000

（注）３．５． 有
37,380 22,904

虹技㈱
23,300 23,300

（注）１．５． 有
28,659 23,160

㈱大和証券グループ

本社

40,000 40,000
（注）１．５． 有

22,640 17,120

㈱神戸製鋼所
30,900 30,900

（注）４．５． 有
22,124 10,876

ＮＳユナイテッド海

運㈱

11,919 11,095
（注）１．５．６． 無

22,122 16,055

㈱さくらケーシーエ

ス

3,000 3,000
（注）１．５． 無

2,610 2,202

日本ピストンリング

㈱

1,134 1,134
（注）１．５． 無

1,299 1,352

玉井商船㈱

 

1,200 1,200
（注）１．５． 無

912 646

（注）１．保有目的：取引先関係維持のため

２．保有目的：経営効率化に向けた相互交流

３．保有目的：提携関係維持のため

４．保有目的：資材の安定調達のため

５．定量的な保有効果：定量的な記載は困難であり、取引内容及び取引額、地域社会との関連性、受取配当

金、評価損益等を総合的に勘案し、保有の合理性を検証しております。

６．株式数が増加した理由：取引先持株会にて取得
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第５【経理の状況】

１ 財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しております。

 

２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日ま

で）の財務諸表について、ひびき監査法人により監査を受けております。

 

３ 連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。

４ 財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を

適切に把握し、会計基準等の変更等について的確に対応するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しておりま

す。また、同機構及び監査法人等の行う研修に参加しております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,485,255 4,809,944

受取手形 996,305 496,077

電子記録債権 － 612,499

売掛金 1,948,970 1,866,435

製品 532,127 423,936

仕掛品 778,448 987,149

原材料及び貯蔵品 867,855 882,080

前払費用 48,393 44,355

その他 46,393 42,807

貸倒引当金 △8,600 △8,600

流動資産合計 10,695,150 10,156,687

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※１ 3,084,185 ※１ 3,155,573

減価償却累計額 △1,973,621 △2,051,861

建物（純額） 1,110,563 1,103,712

構築物 ※１ 751,908 ※１ 761,076

減価償却累計額 △604,565 △619,886

構築物（純額） 147,343 141,189

機械及び装置 ※１ 8,082,892 ※１ 8,135,378

減価償却累計額 △7,757,310 △7,823,469

機械及び装置（純額） 325,582 311,908

車両運搬具 105,301 102,386

減価償却累計額 △94,689 △95,549

車両運搬具（純額） 10,612 6,837

工具、器具及び備品 2,965,727 2,991,822

減価償却累計額 △2,791,846 △2,860,305

工具、器具及び備品（純額） 173,880 131,516

土地 ※１,※２ 5,817,871 ※１,※２ 5,817,871

建設仮勘定 15,170 22,365

有形固定資産合計 7,601,025 7,535,402

無形固定資産   

電話加入権 7,949 7,949

ソフトウエア 16,719 44,206

ソフトウエア仮勘定 29,621 55,544

無形固定資産合計 54,290 107,699
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

投資その他の資産   

投資有価証券 634,654 790,515

出資金 11,988 11,988

従業員に対する長期貸付金 111 1,260

破産更生債権等 1,887 1,887

長期前払費用 12,193 6,274

繰延税金資産 516,266 485,315

その他 122,866 129,756

貸倒引当金 △29,700 △29,700

投資その他の資産合計 1,270,269 1,397,297

固定資産合計 8,925,584 9,040,399

資産合計 19,620,735 19,197,086

負債の部   

流動負債   

支払手形 671,268 262,702

電子記録債務 － 443,740

買掛金 1,234,710 715,903

未払金 604,887 477,323

未払費用 118,153 114,681

未払法人税等 183,742 51,472

前受金 627,020 622,454

預り金 14,845 13,616

賞与引当金 210,000 192,000

製品保証引当金 82,432 52,998

受注損失引当金 45,800 88,800

その他 36,819 27,973

流動負債合計 3,829,680 3,063,667

固定負債   

長期未払金 28,300 28,300

再評価に係る繰延税金負債 ※２ 1,473,294 ※２ 1,473,294

退職給付引当金 1,205,712 1,252,074

長期預り保証金 210,060 233,473

その他 11,075 6,418

固定負債合計 2,928,442 2,993,560

負債合計 6,758,123 6,057,228
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当事業年度

(2021年３月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 812,843 812,843

資本剰余金   

資本準備金 54,669 54,669

資本剰余金合計 54,669 54,669

利益剰余金   

利益準備金 154,126 154,126

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 24,440 22,457

特別償却準備金 8,745 3,075

別途積立金 3,300,000 3,300,000

繰越利益剰余金 5,037,902 5,210,945

利益剰余金合計 8,525,216 8,690,604

自己株式 △12,960 △12,960

株主資本合計 9,379,767 9,545,155

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 119,636 226,010

土地再評価差額金 ※２ 3,344,541 ※２ 3,344,541

評価・換算差額等合計 3,464,178 3,570,552

新株予約権 18,666 24,150

純資産合計 12,862,611 13,139,858

負債純資産合計 19,620,735 19,197,086
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②【損益計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

売上高 11,517,975 9,438,115

売上原価   

製品期首たな卸高 526,274 532,127

当期製品製造原価 8,202,050 6,748,452

合計 8,728,325 7,280,580

製品期末たな卸高 532,127 423,936

製品売上原価 ※４,※５ 8,196,197 ※４,※５ 6,856,643

売上総利益 3,321,778 2,581,471

販売費及び一般管理費 ※１,※２ 2,384,700 ※１,※２ 2,108,659

営業利益 937,078 472,812

営業外収益   

受取利息 1,187 1,083

受取配当金 21,653 17,945

為替差益 － 473

助成金収入 － 7,458

訴訟損失引当金戻入額 6,400 －

その他 13,300 13,569

営業外収益合計 42,541 40,529

営業外費用   

支払利息 12 4

為替差損 1,035 －

賃貸費用 1,887 1,270

租税公課 361 576

リース解約損 － 1,260

その他 564 366

営業外費用合計 3,861 3,478

経常利益 975,757 509,863

特別損失   

固定資産処分損 ※３ 3,964 ※３ 1,208

特別損失合計 3,964 1,208

税引前当期純利益 971,793 508,655

法人税、住民税及び事業税 273,000 166,000

法人税等調整額 23,615 △15,907

法人税等合計 296,615 150,092

当期純利益 675,177 358,562
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【製造原価明細書】

  
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

Ⅰ 材料費   4,774,366 57.6  4,095,227 56.9

Ⅱ 労務費   1,770,003 21.4  1,630,612 22.7

Ⅲ 経費 ※１  1,738,964 21.0  1,468,734 20.4

当期総製造費用   8,283,335 100.0  7,194,573 100.0

期首仕掛品たな卸高   1,026,433   778,448  

合計   9,309,768   7,973,022  

期末仕掛品たな卸高   778,448   987,149  

他勘定振替高 ※２  294,064   250,985  

受注損失引当金繰入額   45,800   88,800  

受注損失引当金戻入額   91,400   45,800  

製品保証引当金繰入額   10,395   3,100  

製品保証引当金戻入額   －   32,534  

当期製品製造原価   8,202,050   6,748,452  

原価計算の方法
原価計算の方法は、個別原価計算（但し、一部粗材製造部門においては総合原価計算等）であり、原価差額は

期末において製品、仕掛品、売上原価等に配賦しております。

 

（注）※１. 主な内訳は次のとおりであります。

 項目
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

 外注加工費（千円） 525,880 475,687

 減価償却費（千円） 304,741 263,297

 

※２. 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

 項目
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

 有形固定資産（千円） 15,522 22,624

 製造経費（千円） 28,027 32,177

 販売費及び一般管理費（千円） 250,515 196,183

 合計（千円） 294,064 250,985
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 
固定資産圧
縮積立金

特別償却準
備金

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 809,175 51,000 139,673 26,647 17,632 3,300,000 4,510,617 7,994,571

当期変動額         

新株の発行（新株予約
権の行使）

3,668 3,668       

剰余金の配当   14,453    △158,986 △144,532

固定資産圧縮積立金の
取崩    △2,207   2,207 －

特別償却準備金の取崩     △8,886  8,886 －

当期純利益       675,177 675,177

自己株式の取得         

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 3,668 3,668 14,453 △2,207 △8,886 － 527,285 530,644

当期末残高 812,843 54,669 154,126 24,440 8,745 3,300,000 5,037,902 8,525,216

 

       

 株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 自己株式 株主資本合計

その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △12,800 8,841,946 256,471 3,344,541 3,601,013 20,484 12,463,444

当期変動額        

新株の発行（新株予約
権の行使）

 7,336     7,336

剰余金の配当  △144,532     △144,532

固定資産圧縮積立金の
取崩  －     －

特別償却準備金の取崩  －     －

当期純利益  675,177     675,177

自己株式の取得 △160 △160     △160

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

  △136,835  △136,835 △1,818 △138,653

当期変動額合計 △160 537,821 △136,835 － △136,835 △1,818 399,167

当期末残高 △12,960 9,379,767 119,636 3,344,541 3,464,178 18,666 12,862,611
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当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 
固定資産圧
縮積立金

特別償却準
備金

別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 812,843 54,669 154,126 24,440 8,745 3,300,000 5,037,902 8,525,216

当期変動額         

新株の発行（新株予約
権の行使）

        

剰余金の配当       △193,174 △193,174

固定資産圧縮積立金の
取崩    △1,983   1,983 －

特別償却準備金の取崩     △5,670  5,670 －

当期純利益       358,562 358,562

自己株式の取得         

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        

当期変動額合計 － － － △1,983 △5,670 － 173,042 165,388

当期末残高 812,843 54,669 154,126 22,457 3,075 3,300,000 5,210,945 8,690,604

 

       

 株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 自己株式 株主資本合計

その他有価
証券評価差
額金

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △12,960 9,379,767 119,636 3,344,541 3,464,178 18,666 12,862,611

当期変動額        

新株の発行（新株予約
権の行使）

 －     －

剰余金の配当  △193,174     △193,174

固定資産圧縮積立金の
取崩  －     －

特別償却準備金の取崩  －     －

当期純利益  358,562     358,562

自己株式の取得  －     －

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

  106,374  106,374 5,484 111,858

当期変動額合計 － 165,388 106,374 － 106,374 5,484 277,246

当期末残高 △12,960 9,545,155 226,010 3,344,541 3,570,552 24,150 13,139,858
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

当事業年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 971,793 508,655

減価償却費 342,499 307,808

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,000 △18,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 64,700 46,361

貸倒引当金の増減額（△は減少） △21,400 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） 67,732 △29,434

受注損失引当金の増減額（△は減少） △45,600 43,000

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △6,400 －

受取利息及び受取配当金 △22,840 △19,029

支払利息 12 4

固定資産処分損益（△は益） 3,964 1,208

売上債権の増減額（△は増加） 539,793 △34,302

たな卸資産の増減額（△は増加） 304,739 △114,734

仕入債務の増減額（△は減少） △1,155,112 △483,632

その他 △55,730 △80,085

小計 1,007,152 127,821

利息及び配当金の受取額 21,840 20,651

法人税等の支払額 △155,940 △288,790

営業活動によるキャッシュ・フロー 873,052 △140,317

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,900,000 △4,200,000

定期預金の払戻による収入 4,100,000 3,700,000

有形固定資産の取得による支出 △225,260 △216,799

無形固定資産の取得による支出 △39,713 △99,359

投資有価証券の取得による支出 △2,735 △2,627

その他 △20 △1,525

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,067,729 △820,313

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △143,984 △192,544

その他 △21,348 △22,136

財務活動によるキャッシュ・フロー △165,332 △214,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △360,010 △1,175,311

現金及び現金同等物の期首残高 4,445,266 4,085,255

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 4,085,255 ※ 2,909,944
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）満期保有目的の債券

原価法

(2）その他有価証券

時価のあるもの

期末前１か月の市場価格等の平均に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

２．棚卸資産の評価基準及び評価方法

(1）製品・仕掛品

個別法（一部総平均法）に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定)

(2）原材料・貯蔵品

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

３．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（附属設備を含む）並びに2016年４月１日以降に取得した構築物については定額法、その他は定率法

によっております。

なお、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定に基づく３年均等償却によって

おります。

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物                      ７～60年

機械及び装置並びに車両運搬具        ２～９年

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（３～５年）による定額法を採

用しております。

４．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失等に備えるため、一般債権については貸倒等実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

従業員の賞与の支払に充てるため、支給見込額基準に基づき計上しております。

(3）製品保証引当金

売上製品の保証等の費用に充てるため、売上高に対する過去の実績比率に基づく見積額及び個別案件に対す

る見積額を計上しております。

(4）受注損失引当金

受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件に係る損失見込額を計上しており

ます。

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理しております。

(6）訴訟損失引当金

係争中の訴訟に係る損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失見込額を計上しております。
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５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

 

６．その他財務諸表作成のための基礎となる重要な事項

消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

 

（重要な会計上の見積り）

当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。財

務諸表の作成にあたり、当事業年度末時点の状況を基に行った見積りと当該見積りに用いた仮定のうち、翌事業年度

の財務諸表に与える影響が大きいと考えられる項目は以下のとおりであります。

１．製品保証引当金

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

 当事業年度

製品保証引当金 52,998

 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

売上製品の保証等の費用に充てるため、過去の実績に基づく見積額に加え、個別の不具合案件に対する将来の

負担見積額を合理的に見積ることができる場合に、将来の損失見積額を製品保証引当金として計上しておりま

す。

過去の実績に基づく見積額については、過去の一定期間の製品売上に対応する保証実績を基に算定しておりま

す。また、個別の不具合案件に対する見積額は、対象となる部品個数に１台当たりの修理単価を掛けて算定して

おります。修理単価については過去の実績を基に見積りを行っておりますが、それらの見積りには一定の不確実

性が含まれており、状況変化に伴い結果として引当金の追加計上もしくは戻入れが必要となる可能性がありま

す。

 

２．受注損失引当金

（1）当事業年度の財務諸表に計上した金額

（単位：千円）

 当事業年度

受注損失引当金 88,800

 

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

主機関（船舶用ディーゼル機関）の受注案件において、当該製品の製造及び販売に係る見積総費用が受注した

販売価額を超える可能性が高く、かつ予想される損失額を合理的に見積ることができる場合に、将来の損失見積

額を受注損失引当金として計上しております。

製品ごとの損益は、契約金額から見積総費用を差し引いて算定しております。見積総費用は販売基準価格表を

基に算定した見積原価と据付指導費、荷造費、運賃等の販売直接費であります。受注損失引当金は上記のとおり

算定した結果、損失となった製品案件のみを合計した金額であります。見積原価は過去の実績に基づく一定の率

により、販売直接費は過去の実績を基に算出しておりますが、それらの見積りには一定の不確実性が含まれてお

り、状況変化に伴い結果として引当金の追加計上もしくは戻入れが必要となる可能性があります。
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（未適用の会計基準等）

１．収益認識に関する会計基準等

・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）

・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2021年３月26日 企業会計基準委員

会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基準委

員会）

 

（1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する包括的な会

計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる利益」（IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおい

てはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12

月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関す

る包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合

性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを

出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ

る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

 

（2）適用予定日

2022年３月期の期首から適用します。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、軽微であります。

 

２．時価の算定に関する会計基準等

・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）

・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）

・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業会計基準委員

会）

・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企業会計基準委

員会）

 

（1）概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の

詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準において

はAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基

準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準と

の整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方

法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定

めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間

の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

 

（2）適用予定日

2022年３月期の期首から適用します。

 

（3）当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額は、現時点で未定であります。
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（表示方法の変更）

（損益計算書）

前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「租税公課」は、営業外費用の100分の

10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年

度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた926千円は、「租税

公課」361千円、「その他」564千円として組み替えております。

 

（キャッシュ・フロー計算書）

前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「製品保証引当

金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更

を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」に表示していた12,001千円は、「製品保証引当金の増減額」67,732千円、「その他」△55,730千円として組み

替えております。

 

（「会計上の見積りに関する会計基準」の適用）

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号　2020年３月31日）を当事業年度に係る財務

諸表から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に

係る内容については記載しておりません。

 

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症による営業収益等への影響は、翌事業年度においても継続するものの海外案件や営業

活動量を含め徐々に回復が見込まれるとの仮定を置き、繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損会計等の会計

上の見積りを行っております。

 

（貸借対照表関係）

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

建物 79,582千円 70,892千円

構築物 4,232 3,967

機械及び装置 1,807 1,328

土地 5,057,024 5,057,024

計 5,142,646 5,133,212

（注）上記工場財団に係る資産には、銀行取引に係る根抵当権が設定されていますが、担保付債務はありません。

 

※２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価

差額については、当該評価差額に係る税金等相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、こ

れを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第５号に定

める不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価により算出しております。

・再評価を行った年月日…2002年３月31日

 
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

再評価を行った土地の期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額
2,256,639千円 2,195,951千円
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（損益計算書関係）

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度73％、当事業年度69％、一般管理費に属する費用のおおよそ

の割合は前事業年度27％、当事業年度31％であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前事業年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当事業年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

給料・報酬等 685,646千円 657,950千円

販売手数料 578,775 493,714

退職給付費用 38,537 40,731

減価償却費 26,623 34,194

賞与引当金繰入額 66,990 64,512

貸倒引当金繰入額 △18,541 －

 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費

 
　前事業年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当事業年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　 85,093千円 62,562千円

 

※３ 固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

建物 －千円 1,200千円

構築物 3,800 －

機械及び装置 130 0

工具、器具及び備品 33 8

その他 0 0

計 3,964 1,208

 

※４ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。

 
　前事業年度

（自　2019年４月１日
　　至　2020年３月31日）

　当事業年度
（自　2020年４月１日

　　至　2021年３月31日）

　 △75,842千円 20,498千円

 

※５ 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額

 
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

 △45,600千円 43,000千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注）１． 3,221,600 7,800 － 3,229,400

合計 3,221,600 7,800 － 3,229,400

自己株式     

普通株式（注）２． 9,756 77 － 9,833

合計 9,756 77 － 9,833

（注）１．普通株式の発行済株式の株式数の増加7,800株は、新株予約権の行使によるものであります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加77株は、単元未満株式の買取によるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

当事業
年度期首

当事業
年度増加

当事業
年度減少

当事業
年度末

提出会社
ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 18,666

合計 － － － － － 18,666

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2019年５月14日

取締役会
普通株式 144,532 45.00 2019年３月31日 2019年６月10日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2020年５月18日

取締役会
普通株式 193,174 利益剰余金 60.00 2020年３月31日 2020年６月９日
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当事業年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首
株式数（株）

当事業年度
増加株式数（株）

当事業年度
減少株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 3,229,400 － － 3,229,400

合計 3,229,400 － － 3,229,400

自己株式     

普通株式 9,833 － － 9,833

合計 9,833 － － 9,833

 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当事業年度
末残高
（千円）

当事業
年度期首

当事業
年度増加

当事業
年度減少

当事業
年度末

提出会社
ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 24,150

合計 － － － － － 24,150

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2020年５月18日

取締役会
普通株式 193,174 60.00 2020年３月31日 2020年６月９日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

2021年５月14日

取締役会
普通株式 112,684 利益剰余金 35.00 2021年３月31日 2021年６月10日

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

  
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

 現金及び預金勘定 5,485,255千円 4,809,944千円

 預入期間が３ケ月を超える定期預金 △1,400,000 △1,900,000

 現金及び現金同等物 4,085,255 2,909,944
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(１)金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については安全性の高い金融資産で運用することを基本としております。

(２）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、輸出取

引の決済代金は全額円建て契約とし、為替変動リスクを排除しております。投資有価証券は、主に取引先企業と

の取引関係維持等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。

(３)金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、販売業務規定により、営業債権について、営業部が取引先の情報収集を実施し、期日及び残高を管理

するとともに、財務状況悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、代理店等との取引に

あたっては、与信限度額を取引先の経営状況を勘案し設定する他、契約に基づいて、預り営業保証金を受領する

ことで保全を図っております。

②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

当社は、販売契約において、決済は全額円建て契約とし、為替変動リスクを抑制しております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め

て困難と認められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。

 

前事業年度（2020年３月31日）

  貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)  

 (１)現金及び預金 5,485,255 5,485,255 －  

 (２)受取手形 996,305 996,305 －  

 (３)電子記録債権 － － －  

 (４)売掛金 1,948,970 1,948,970 －  

 (５)投資有価証券     

 満期保有目的の債券 100,000 99,740 △260  

 その他有価証券 484,111 484,111 －  

 (６)破産更生債権等 1,887    

 貸倒引当金 △1,887    

  － － －  

 資産計 9,014,643 9,014,383 △260  

 
(７)支払手形

(設備支払手形を含む)
686,697 686,697 －  

 
(８）電子記録債務

(営業外電子記録債務を含む）
－ － －  

 (９)買掛金 1,234,710 1,234,710 －  

 (10)未払金 604,887 604,887 －  

 (11)長期預り保証金 210,060 210,060 －  

 負債計 2,736,355 2,736,355 － 
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当事業年度（2021年３月31日）

  貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円)  

 (１)現金及び預金 4,809,944 4,809,944 －  

 (２)受取手形 496,077 496,077 －  

 (３)電子記録債権 612,499 612,499 －  

 (４)売掛金 1,866,435 1,866,435 －  

 (５)投資有価証券     

 満期保有目的の債券 100,000 99,990 △10  

 その他有価証券 639,972 639,972 －  

 (６)破産更生債権等 1,887    

 貸倒引当金 △1,887    

  － － －  

 資産計 8,524,928 8,524,918 △10  

 
(７)支払手形

(設備支払手形を含む)
269,739 269,739 －  

 
(８）電子記録債務

(営業外電子記録債務を含む)
451,811 451,811 －  

 (９)買掛金 715,903 715,903 －  

 (10)未払金 477,323 477,323 －  

 (11)長期預り保証金 233,473 233,473 －  

 負債計 2,148,251 2,148,251 － 

 

(注) １．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(１)現金及び預金

預金は全て短期であり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(２)受取手形、（３）電子記録債権及び（４）売掛金

これらの大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいとみなして、当該帳簿価額によって

おります。

(５)投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は金融機関から提示された価格によっており

ます。

(６)破産更生債権等

回収可能額を時価とみなし、これが帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

（７）支払手形（設備支払手形を含む）、（８）電子記録債務(営業外電子記録債務を含む)及び（９）買掛金

これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(10)未払金

これは短期間で決済され、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(11)長期預り保証金

これは決済期間が予想できず、変動金利によって利息を付していることから、時価は帳簿価額にほぼ等しいと

みなして、当該帳簿価額によっております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）

 

区分
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

非上場株式 50,543 50,543

出資金 11,988 11,988
非上場株式については、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把

握することが極めて困難と認められるものであるため、「（５）投資有価証券その他有価証券」には含めておりま
せん。
また、出資金についても、同様の理由により、上表には表示しておりません。

 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

前事業年度（2020年３月31日）

 
１年以内

(千円)

１年超

５年以内

(千円)

５年超

10年以内

(千円)

10年超

(千円)

現金及び預金 5,485,255 － － －

受取手形 996,305 － － －

電子記録債権 － － － －

売掛金 1,948,970 － － －

投資有価証券     

満期保有目的の債券 － － 100,000 －

合計 8,430,531 － 100,000 －

破産更生債権については、償還予定額が見込めないため記載しておりません。

 

当事業年度（2021年３月31日）

 
１年以内

(千円)

１年超

５年以内

(千円)

５年超

10年以内

(千円)

10年超

(千円)

現金及び預金 4,809,944 － － －

受取手形 496,077 － － －

電子記録債権 612,499 － － －

売掛金 1,866,435 － － －

投資有価証券     

満期保有目的の債券 － － 100,000 －

合計 7,784,956 － 100,000 －

破産更生債権については、償還予定額が見込めないため記載しておりません。

 

４．長期預り保証金の決算日後の返済予定額

長期預り保証金については、返済予定額が見込めないため記載しておりません。
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（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券

前事業年度（2020年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上

額を超えるもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が貸借対照表計上

額を超えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 100,000 99,740 △260

(3）その他 － － －

小計 100,000 99,740 △260

合計 100,000 99,740 △260

 

当事業年度（2021年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

時価が貸借対照表計上

額を超えるもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

時価が貸借対照表計上

額を超えないもの

(1）国債・地方債等 － － －

(2）社債 100,000 99,990 △10

(3）その他 － － －

小計 100,000 99,990 △10

合計 100,000 99,990 △10
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２．その他有価証券

前事業年度（2020年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 402,480 193,807 208,672

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 402,480 193,807 208,672

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 81,631 117,967 △36,335

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 81,631 117,967 △36,335

合計 484,111 311,774 172,336

（注）   非上場株式（貸借対照表計上額 50,543千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

 

当事業年度（2021年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（千円）
取得原価
（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの

(1）株式 600,874 266,811 334,063

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 600,874 266,811 334,063

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの

(1）株式 39,097 47,591 △8,494

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 39,097 47,591 △8,494

合計 639,972 314,402 325,569

（注）   非上場株式（貸借対照表計上額 50,543千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困

難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際して、割増退職金を

支払う場合があります。

 

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

退職給付債務の期首残高 1,355,490千円 1,400,599千円

勤務費用 66,005 68,404 

利息費用 1,355 1,400 

数理計算上の差異の発生額 16,475 6,641 

退職給付の支払額 △38,727 △60,470 

退職給付債務の期末残高 1,400,599 1,416,575 

 

(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 1,400,599千円 1,416,575千円

未積立退職給付債務 1,400,599 1,416,575 

未認識数理計算上の差異 △195,064 △164,500 

未認識過去勤務費用 177 － 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,205,712 1,252,074 

     

退職給付引当金 1,205,712 1,252,074 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,205,712 1,252,074 

 

(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

勤務費用 66,005千円 68,404千円

利息費用 1,355 1,400 

数理計算上の差異の費用処理額 36,245 37,205 

過去勤務費用の費用処理額 △177 △177 

確定給付制度に係る退職給付費用 103,428 106,832 

 

(4）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

 
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

割引率 0.1％ 0.1％

予想昇給率 5.8 5.9 

 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度30,634千円、当事業年度30,278千円であります。

 

EDINET提出書類

阪神内燃機工業株式会社(E01471)

有価証券報告書

53/78



（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

販売費及び一般管理費の株式報

酬費
5,510 5,484

 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

 決議年月日 2011年８月１日 2012年８月６日 2013年８月５日

 付与対象者の区分及び人数
取締役（業務執行取締役

に限る）８名

取締役（業務執行取締役

に限る）６名

取締役（業務執行取締役

に限る）６名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
普通株式 7,600株 普通株式 7,800株 普通株式 6,600株

 付与日 2011年９月15日 2012年９月20日 2013年９月20日

 権利確定条件 取締役の地位を喪失した日 取締役の地位を喪失した日 取締役の地位を喪失した日

 対象勤務期間

権利確定日を合理的

に予測することが困難

なため、対象勤務期間

はないものとみなして

おります。

権利確定日を合理的

に予測することが困難

なため、対象勤務期間

はないものとみなして

おります。

権利確定日を合理的

に予測することが困難

なため、対象勤務期間

はないものとみなして

おります。

 権利行使期間

自 2011年９月16日

至 2041年９月15日

付与対象者が取締役の

地位を喪失した日の翌

日より10日間。

付与対象者が死亡した

場合は、取締役会決議

に基づき当社と新株予

約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契

約」の定めるところに

よる。

自 2012年９月21日

至 2042年９月20日

付与対象者が取締役の

地位を喪失した日の翌

日より10日間。

付与対象者が死亡した

場合は、取締役会決議

に基づき当社と新株予

約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契

約」の定めるところに

よる。

自 2013年９月21日

至 2043年９月20日

付与対象者が取締役の

地位を喪失した日の翌

日より10日間。

付与対象者が死亡した

場合は、取締役会決議

に基づき当社と新株予

約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契

約」の定めるところに

よる。

 （注）株式数に換算して記載しております。
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 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

 決議年月日 2014年８月４日 2015年８月３日 2016年８月８日

 付与対象者の区分及び人数
取締役（業務執行取締役

に限る）６名

取締役（業務執行取締役

に限る）６名

取締役（業務執行取締役

に限る）６名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
普通株式 4,800株 普通株式 3,800株 普通株式 5,000株

 付与日 2014年９月19日 2015年９月18日 2016年９月20日

 権利確定条件 取締役の地位を喪失した日 取締役の地位を喪失した日 取締役の地位を喪失した日

 対象勤務期間

権利確定日を合理的

に予測することが困難

なため、対象勤務期間

はないものとみなして

おります。

権利確定日を合理的

に予測することが困難

なため、対象勤務期間

はないものとみなして

おります。

権利確定日を合理的

に予測することが困難

なため、対象勤務期間

はないものとみなして

おります。

 権利行使期間

自 2014年９月20日

至 2044年９月19日

付与対象者が取締役の

地位を喪失した日の翌

日より10日間。

付与対象者が死亡した

場合は、取締役会決議

に基づき当社と新株予

約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契

約」の定めるところに

よる。

自 2015年９月19日

至 2045年９月18日

付与対象者が取締役の

地位を喪失した日の翌

日より10日間。

付与対象者が死亡した

場合は、取締役会決議

に基づき当社と新株予

約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契

約」の定めるところに

よる。

自 2016年９月21日

至 2046年９月20日

付与対象者が取締役の

地位を喪失した日の翌

日より10日間。

付与対象者が死亡した

場合は、取締役会決議

に基づき当社と新株予

約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契

約」の定めるところに

よる。

 （注）株式数に換算して記載しております。
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 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

 決議年月日 2017年８月７日 2018年８月６日 2019年８月５日

 付与対象者の区分及び人数
取締役（業務執行取締役

に限る）６名

取締役（業務執行取締役

に限る）７名

取締役（業務執行取締役

に限る）７名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
普通株式 3,800株 普通株式 2,200株 普通株式 3,200株

 付与日 2017年９月20日 2018年９月20日 2019年９月20日

 権利確定条件 取締役の地位を喪失した日 取締役の地位を喪失した日 取締役の地位を喪失した日

 対象勤務期間

権利確定日を合理的

に予測することが困難

なため、対象勤務期間

はないものとみなして

おります。

権利確定日を合理的

に予測することが困難

なため、対象勤務期間

はないものとみなして

おります。

権利確定日を合理的

に予測することが困難

なため、対象勤務期間

はないものとみなして

おります。

 権利行使期間

自 2017年９月21日

至 2047年９月20日

付与対象者が取締役の

地位を喪失した日の翌

日より10日間。

付与対象者が死亡した

場合は、取締役会決議

に基づき当社と新株予

約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契

約」の定めるところに

よる。

自 2018年９月21日

至 2048年９月20日

付与対象者が取締役の

地位を喪失した日の翌

日より10日間。

付与対象者が死亡した

場合は、取締役会決議

に基づき当社と新株予

約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契

約」の定めるところに

よる。

自 2019年９月21日

至 2049年９月20日

付与対象者が取締役の

地位を喪失した日の翌

日より10日間。

付与対象者が死亡した

場合は、取締役会決議

に基づき当社と新株予

約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契

約」の定めるところに

よる。

 （注）株式数に換算して記載しております。
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 第10回新株予約権

 決議年月日 2020年８月３日

 付与対象者の区分及び人数

取締役（業務執行取締役

に限る）４名、執行役員

３名

 株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
普通株式 3,400株

 付与日 2020年９月18日

 権利確定条件
取締役及び執行役員の地位

を喪失した日

 対象勤務期間

権利確定日を合理的

に予測することが困難

なため、対象勤務期間

はないものとみなして

おります。

 権利行使期間

自 2020年９月19日

至 2050年９月18日

付与対象者が取締役の

地位を喪失した日の翌

日より10日間。

付与対象者が死亡した

場合は、取締役会決議

に基づき当社と新株予

約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契

約」の定めるところに

よる。

 （注）株式数に換算して記載しております。
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(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（2021年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。

 

①ストック・オプションの数

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 2011年８月１日 2012年８月６日 2013年８月５日

権利確定前           （株）    

前事業年度末 1,400 1,800 1,600

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 1,400 1,800 1,600

権利確定後           （株）    

前事業年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

決議年月日 2014年８月４日 2015年８月３日 2016年８月８日

権利確定前           （株）    

前事業年度末 1,000 1,400 1,800

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 1,000 1,400 1,800

権利確定後           （株）    

前事業年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －

 

 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

決議年月日 2017年８月７日 2018年８月６日 2019年８月５日

権利確定前           （株）    

前事業年度末 1,400 1,800 3,200

付与 － － －

失効 － － －

権利確定 － － －

未確定残 1,400 1,800 3,200

権利確定後           （株）    

前事業年度末 － － －

権利確定 － － －

権利行使 － － －

失効 － － －

未行使残 － － －
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 第10回新株予約権

決議年月日 2020年８月３日

権利確定前           （株）  

前事業年度末 －

付与 3,400

失効 －

権利確定 －

未確定残 3,400

権利確定後           （株）  

前事業年度末 －

権利確定 －

権利行使 －

失効 －

未行使残 －

 

②単価情報

 第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権

決議年月日 2011年８月１日 2012年８月６日 2013年８月５日

権利行使価格           （円） 1 1 1

行使時平均株価         （円） － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
660 510 790

 

 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

決議年月日 2014年８月４日 2015年８月３日 2016年８月８日

権利行使価格           （円） 1 1 1

行使時平均株価         （円） － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
1,110 1,325 870

 

 第７回新株予約権 第８回新株予約権 第９回新株予約権

決議年月日 2017年８月７日 2018年８月６日 2019年８月５日

権利行使価格           （円） 1 1 1

行使時平均株価         （円） － － －

付与日における公正な評価単価

（円）
1,490 1,907 1,722

 

 第10回新株予約権

決議年月日 2020年８月３日

権利行使価格           （円） 1

行使時平均株価         （円） －

付与日における公正な評価単価

（円）
1,613
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与された第10回新株予約権についての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりでありま

す。

① 使用した評価技法         ブラック・ショールズ式

② 主な基礎数値及び見積方法

 第10回新株予約権

決議年月日 2020年８月３日

株価変動性（注）１． 31.90％

予想残存期間（注）２． 6.494年

予想配当（注）３． 60円／株

無リスク利子率（注）４． △0.11％

（注）１．2014年３月から2020年９月までの株価実績に基づき算定しております。

２．「過去に在任した取締役の平均退任時年齢」と「付与対象者の付与日時点における平均年齢」の差を

取ることにより算定しております。

３．2020年３月期の配当実績によっております。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。

 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。

 

（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
 前事業年度

（2020年３月31日）
 当事業年度

（2021年３月31日）
繰延税金資産    
賞与引当金 64,218千円  58,713千円
退職給付引当金 368,707  382,884
棚卸資産評価損（注） 77,758  84,026
受注損失引当金（注） 14,005  27,155
その他 159,330  138,233
繰延税金資産小計 684,019  691,012
評価性引当額 △88,310  △83,259

繰延税金資産合計 595,708  607,753
繰延税金負債    
圧縮積立金 10,766  9,892
特別償却準備金 3,852  1,354
その他有価証券評価差額金 52,700  99,559
その他 12,122  11,631
繰延税金負債小計 79,441  122,437

再評価に係る繰延税金負債    
土地再評価差額金 1,473,294  1,473,294

繰延税金負債合計 1,552,736  1,595,732
繰延税金負債の純額 957,027  987,978

 
（注）前事業年度において、「棚卸資産評価損」に含めておりました「受注損失引当金」は、金額的重要性が増したた

め、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の組替えを
行っております。
この結果、前事業年度の「棚卸資産評価損」に表示していた91,763千円は、「棚卸資産評価損」77,758千円、

「受注損失引当金」14,005千円として組み替えております。
 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主
要な項目別の内訳
 前事業年度

（2020年３月31日）
 当事業年度

（2021年３月31日）
 　法定実効税率と税

効果会計適用後の法
人税等の負担率との
間の差異が法定実効
税率の100分の５以下
であるため注記を省
略しております。
 

  
同左
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）及び当事業年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）

当社は、舶用機関関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度（自2019年４月１日 至2020年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 主機関 部分品・修理工事 合計

外部顧客への売上高 6,460,859 5,057,115 11,517,975

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：千円）
 

日本 東アジア 東南アジア ヨーロッパ 中央アメリカ その他 合計

8,283,190 2,082,127 655,617 125,957 287,016 84,065 11,517,975

 

(2）有形固定資産

有形固定資産は全て本邦に所在しているため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており

ます。

 

当事業年度（自2020年４月１日 至2021年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 主機関 部分品・修理工事 合計

外部顧客への売上高 4,873,211 4,564,904 9,438,115

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

（単位：千円）
 

日本 東アジア 東南アジア ヨーロッパ 中央アメリカ その他 合計

7,952,629 570,133 386,060 116,627 328,617 84,048 9,438,115

 

(2）有形固定資産

有形固定資産は全て本邦に所在しているため、記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省略しており

ます。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
 

【関連当事者情報】

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

（１株当たり情報）

 
 
 

前事業年度
（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

１株当たり純資産額 3,989.34円 4,073.75円

１株当たり当期純利益 209.87円 111.37円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 208.83円 110.77円

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前事業年度

（自 2019年４月１日
至 2020年３月31日）

当事業年度
（自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 675,177 358,562

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益

（千円）
675,177 358,562

普通株式の期中平均株式数（千株） 3,217 3,219

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 15 17

（うち新株予約権（千株）） （15） （17）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

－ －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 3,084,185 78,666 7,277 3,155,573 2,051,861 84,317 1,103,712

構築物 751,908 9,167 － 761,076 619,886 15,321 141,189

機械及び装置 8,082,892 77,296 24,810 8,135,378 7,823,469 90,969 311,908

車両運搬具 105,301 2,785 5,700 102,386 95,549 6,559 6,837

工具、器具及び備品 2,965,727 56,211 30,116 2,991,822 2,860,305 98,566 131,516

土地
5,817,871

[4,817,836]
－ －

5,817,871

[4,817,836]
－ － 5,817,871

建設仮勘定 15,170 235,530 228,335 22,365 － － 22,365

有形固定資産計 20,823,058 459,656 296,239 20,986,474 13,451,072 295,735 7,535,402

無形固定資産        

電話加入権 9,244 － － 9,244 1,295 － 7,949

ソフトウエア 65,805 39,464 39,828 65,442 21,235 11,978 44,206

ソフトウエア仮勘定 29,621 65,387 39,464 55,544 － － 55,544

無形固定資産計 104,670 104,852 79,292 130,230 22,530 11,978 107,699

長期前払費用 17,612 18 19 17,612 11,337 5,937 6,274

（注）１．当期増加額及び当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

増加額 建物 播磨工場 播磨工場空調設備 28,200千円

増加額 建物 本社 本社改装工事 18,000千円

増加額 機械及び装置 明石工場 プッシュプル型塗装ブース 26,902千円

増加額 ソフトウエア 明石工場 債権債務ソフト 14,510千円

増加額 ソフトウエア 明石工場 勤怠・人事評価システム 11,093千円

減少額 機械及び装置 明石工場 エアーフロー加湿器配電盤 10,000千円

 

２．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年法律第34

号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
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【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 － － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － －

１年以内に返済予定のリース債務 21,390 12,866 － －

長期借入金（１年以内に返済予定の

ものを除く）
－ － － －

リース債務（１年以内に返済予定の

ものを除く）
11,075 6,418 － 2025年

その他有利子負債     

長期預り保証金 210,060 233,473 0.0 －

合計 242,526 252,758 － －

（注）１．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

計上しているため記載しておりません。

２．長期預り保証金の平均利率については、当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

３．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。

 
１年超２年以内

（千円）
２年超３年以内

（千円）
３年超４年以内

（千円）
４年超５年以内

（千円）

リース債務 1,791 1,791 1,791 1,044

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

貸倒引当金 38,300 8,600 － 8,600 38,300

賞与引当金 210,000 192,000 210,000 － 192,000

製品保証引当金 82,432 3,100 27,934 4,600 52,998

受注損失引当金 45,800 88,800 － 45,800 88,800

（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額及び貸倒懸念債権の回収に伴う戻入額であり

ます。

２．製品保証引当金及び受注損失引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替による戻入額等であります。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及

び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。

EDINET提出書類

阪神内燃機工業株式会社(E01471)

有価証券報告書

64/78



（２）【主な資産及び負債の内容】

(a）流動資産

(ア）現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 1,241

当座預金 407,093

普通預金 900,000

定期預金 3,500,000

別段預金 1,609

預金計 4,808,702

合計 4,809,944

 

(イ）受取手形

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

矢野造船㈱ 199,820

三栄工業㈱ 65,581

㈱藤原造船所 63,600

㈱村秀 39,600

㈱波方造船所 25,230

その他 102,246

合計 496,077

 

期日別内訳

期日別 金額（千円）

2021年４月 208,022

５月 121,462

６月 145,081

７月 18,022

８月 3,489

合計 496,077
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(ウ）電子記録債権

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

三和商事㈱ 204,282

昌永産業㈱ 108,018

㈱ポートリリーフエンジニアリング 107,555

㈱カナックス 91,655

下ノ江造船㈱ 59,779

その他 41,207

合計 612,499

 

期日別内訳

期日別 金額（千円）

2021年４月 156,597

５月 140,270

６月 302,402

７月 9,145

８月 3,817

９月 265

合計 612,499

 

(エ）売掛金

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

伯方造船㈱ 195,730

㈱藤原造船所 148,400

興亜産業㈱ 147,481

山中造船㈱ 144,730

三和商事㈱ 138,669

その他 1,091,424

合計 1,866,435

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（千円）

当期発生高
（千円）

当期回収高
（千円）

当期末残高
（千円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)
(C)

─────
(A) ＋ (B)

×100

 
(A) ＋ (D)

÷
(B)

２ 365
 

1,948,970 10,396,480 10,479,015 1,866,435 84.88 66.98

（注）当期発生高には消費税等が含まれております。
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(オ）製品

区分 台数 金額（千円）

内燃機関 ６台 423,936

合計  423,936

 

(カ）仕掛品

区分 金額（千円）

内燃機関 584,577

可変ピッチプロペラ 13,138

部分品 56,349

自製部分品 269,580

鋳造仕掛品 50,069

その他 13,433

合計 987,149

 

(キ）原材料及び貯蔵品

区分 金額（千円）

原材料

鍛造品・鋳鋼品等型物粗材 139,262

鋼材・伸銅材等素材 26,131

銑鉄・故銑等地金 8,030

購入部分品 666,373

購入機器 25,642

合計 865,440

貯蔵品 16,639

合計 882,080
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(b）流動負債

(ア）支払手形

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

中西商事㈱ 40,121

山科精機㈱ 17,721

㈱テイ・エヌ・ケエ 16,758

㈱高澤 15,400

神戸鋳材㈱ 9,716

その他 162,985

合計 262,702

 

期日別内訳

期日別 金額（千円）

2021年４月 139,471

５月 78,148

６月 26,233

７月 15,442

８月 3,406

合計 262,702

 

(イ）電子記録債務

相手先別内訳

相手先 金額（千円）

㈱日立ニコトランスミッション 74,685

西華産業㈱ 34,923

中西商事㈱ 29,568

大同メタル工業㈱ 20,442

大晃機械工業㈱ 19,548

その他 264,573

合計 443,740

 

期日別 金額（千円）

2021年４月 52,282

５月 102,557

６月 144,736

７月 49,553

８月 94,610

合計 443,740

 

(ウ）買掛金
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相手先 金額（千円）

双日マリンアンドエンジニアリング㈱ 67,070

㈱日立ニコトランスミッション 50,005

ターボシステムズユナイテッド㈱ 40,131

㈱ＩＨＩ原動機 34,980

菱井商事㈱ 28,075

その他 495,639

合計 715,903

（注）双日マリンアンドエンジニアリング㈱は、2021年４月１日付で、双日マシナリー㈱に社名変更しております。

 

(エ）前受金

相手先 金額（千円）

ＹＵＩＬ　ＣＯ．ＬＴＤ 129,500

玉紳貿易有限公司 103,100

㈱カナックス 70,500

ケイアンドビィホールディングス㈱ 66,858

三菱商事㈱ 57,684

その他 194,812

合計 622,454

 

(c）固定負債

(ア）再評価に係る繰延税金負債

区分 金額（千円）

土地の再評価に係る繰延税金負債 1,473,294

 

(イ）退職給付引当金

区分 金額（千円）

未積立退職給付債務 1,416,575

未認識数理計算上の差異 △164,500

合計 1,252,074
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（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高（千円） 2,687,466 4,764,119 6,964,264 9,438,115

税引前四半期（当期）純利益

（千円）
244,724 329,475 336,896 508,655

四半期（当期）純利益　　

（千円）
167,724 224,475 227,896 358,562

１株当たり四半期（当期）純

利益（円）
52.10 69.72 70.78 111.37

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益　

（円）
52.10 17.63 1.06 40.58
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り （特別口座）

取扱場所

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

（特別口座）

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内１丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ──────

買取手数料 無料

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを

得ない事由が生じたときは、神戸新聞に掲載して行う。

公告掲載ＵＲＬ

http://www.hanshin-dw.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、会社法第166条第１項による請

求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外

の権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融証品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第155期）（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）2020年６月26日近畿財務局長に提出

（2）内部統制報告書及びその添付書類

2020年６月26日近畿財務局長に提出

（3）四半期報告書及び確認書

（第156期第１四半期）（自 2020年４月１日 至 2020年６月30日）2020年８月７日近畿財務局長に提出

（第156期第２四半期）（自 2020年７月１日 至 2020年９月30日）2020年11月９日近畿財務局長に提出

（第156期第３四半期）（自 2020年10月１日 至 2020年12月31日）2021年２月５日近畿財務局長に提出

（4）臨時報告書

2020年６月29日近畿財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。

EDINET提出書類

阪神内燃機工業株式会社(E01471)

有価証券報告書

73/78



 
 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 

 
2021年６月29日

阪神内燃機工業株式会社  
 

取 締 役 会 御 中    

 

 
ひ び き 監 査 法 人
大　阪　事　務　所

 

 

 

 

 
代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士 渡部 靖彦   印

 

 
代 表 社 員

業務執行社員
 公認会計士 坂東 和宏   印

 

＜財務諸表監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる阪神内燃機工業株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第156期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細

表について監査を行った。

当当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、阪神内

燃機工業株式会社の2021年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

主機関に係る受注損失引当金の見積りの合理性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応
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会社は当事業年度の貸借対照表において、受注損失引

当金を88,800千円計上している。注記事項「４.引当金の

計上基準（4）受注損失引当金」及び「（重要な会計上の

見積り）２.受注損失引当金」に記載のとおり、主機関

（船舶用ディーゼル機関）の受注案件において、当該製

品の製造及び販売に係る見積総費用（原価及び販売直接

費）が受注した販売価額を超える可能性が高く、かつ予

想される損失額を合理的に見積ることができる場合に、

将来の損失見積額を受注損失引当金として計上してい

る。

主機関の製造及び販売においては、顧客との間で主機

関の販売契約を締結している。その中には、１件当たり

の契約金額が多額となる案件、顧客の要望による特殊仕

様を含む案件及び新規取引先からの案件が含まれること

から、当該製品の製造及び販売に係る総費用の見積りは

高い不確実性を伴うことがある。このため、受注損失引

当金の計上の前提となる総費用の見積りに当たっては、

経営者の判断が重要な影響を及ぼすと考えられる。

以上より、当監査法人は主機関の販売契約に伴う受注

損失引当金の計上の前提となる総費用の見積りが、当事

業年度の財務諸表監査において、特に重要であり、「監

査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

　当監査法人は、主機関の販売契約に伴う受注損失引当

金の計上の前提となる総費用の見積りの合理性を評価す

るため、主として以下の監査手続を実施した。

（１）総費用の見積りの内部統制の評価

　総費用の見積りプロセスに関連する内部統制の整備及

び運用状況の有効性を評価した。

評価に当たって、特に以下の点に焦点を当てた。

①　材料費及び作業出来高の積算並びに不確定要素の反

映を含む総費用の見積りの合理性を担保するための内

部統制

②　受注案件ごとの状況の変化を、適時かつ適切に総費

用の見積りに反映するための内部統制

（２）総費用の見積りの合理性の評価

　受注案件ごとに総費用の見積りの合理性を評価するた

め、主に以下の手続を実施した。

①　受注案件の網羅性の検討手続

　正式に受注した契約に加えて、内示書等を入手してい

る受注の確実性が高い案件も含めて、受注損失引当金の

検討の対象としていることを確かめた。

②　総費用の見積りの合理性の検討手続

・総費用の見積りの不確実性の評価に当たり、販売基準

価額を基に算出された見積原価及び据付指導費、荷造

費、運賃等の見積販売直接費について、責任者から総費

用の見積りの積算方法について聴取したうえで、見積り

を見直すべきかの判断について質問し説明を求め、その

合理性を検討した。

・総費用の見積りについて、その根拠となった見積原価

の積算資料との照合を実施し、顧客と合意した契約内容

に要する費用が含まれているかどうかを検討した。

・バックテストとして、当初の総費用の見積りと実際の

総費用との比較及びその差異の把握を実施し、乖離原因

を質問し説明を求め、総費用の見積りの精度を評価し

た。

 

その他の事項

会社の2020年３月31日をもって終了した前事業年度の財務諸表は、前任監査人によって監査が実施されている。前任監

査人は、当該財務諸表に対して2020年６月18日付で無限定適正意見を表明している。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。
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監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な

不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査

上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場

合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に

見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

＜内部統制監査＞

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、阪神内燃機工業株式会社の

2021年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、阪神内燃機工業株式会社が2021年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、

監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を

入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施す

る。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適

用される。

・　財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部

統制報告書の表示を検討する。

・　内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人

は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任

を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した

内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報

告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。
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利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

 

（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出
会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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